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第１章 経営戦略策定の趣旨

１．経営戦略策定の目的

江南市水道事業は、昭和 50 年に低廉、清浄、豊富な水を市民の皆様に供給することを目

的として事業開始し、40 年以上が経過しました。

現在の水道事業を取り巻く環境は、節水機器の普及や自己水源の有効活用などにより、水

需要が低迷し、給水収益が減少する一方で、管路などの老朽化による更新や、耐震化など災

害対策への投資も必要となっています。

このような状況の中で、水道事業を将来にわたって安定的に継続するためには、事業運営

の効率化を図るとともに、事業経営に必要な財源を確保し、経営の健全化を図る必要がある

ことから、中長期的な視点に立った経営の基本計画となる江南市水道事業経営戦略（以下、

「本市経営戦略」という。）を策定します。

２．経営戦略の位置付け

本市経営戦略は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成 26 年８月 29 日

付総務省通知（総財公第 107 号・総財営第 73 号・総財準第 83 号））」に基づき将来にわた

って安定的に事業を継続していくための経営の基本計画であり、江南市水道事業の今後 10

年間における経営の基本的な考え方、投資試算や財源試算、収支ギャップの解消など経営健

全化の取り組みを定めるもので、経営戦略の位置付け（図-1.1）のとおり、「第６次江南市総

合計画」や、「江南市水道ビジョン」との整合性を図ります。 

図-1.1 経営戦略の位置付け  
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３．経営戦略の基本理念

江南市水道ビジョンの基本理念「みんなの水道、みんなでつなぐ自然の恵みをいつまでも」

と理念を実現するために掲げられた７つの目標（①安心して飲める水道水の提供 ②適正な

施設運転・維持管理 ③災害に強い水道システムの実現 ④計画的な施設更新 ⑤持続可能

な経営基盤の構築 ⑥利用者に親しまれる水道事業 ⑦環境保全への貢献）を本市経営戦略

の基本理念とします。

４．経営戦略の策定方法

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」に従い、経営戦略の構成と策定プロセ

ス（図-1.2）のとおり、今後 20 年間の投資試算と財源試算を推計したうえで、経営健全化

への取り組みを踏まえて、投資と財源が均衡するように調整した投資・財政計画を策定しま

す。 

図-1.2 経営戦略の構成と策定プロセス

５．経営戦略の計画期間

本市経営戦略は、経営戦略策定・改定ガイドライン（平成 31 年３月）に示された「中長

期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるように、投資・財政計画の期間は

10 年以上を基本とすること。」に基づき、令和元年度から 10 年度までの 10 年間の計画とし

ます。 
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第２章 水道事業の現状 

１．事業の概要

江南市水道事業は、昭和 50 年３月 31 日に厚生大臣より創設事業認可を受け、昭和 50 年

４月１日より事業を開始し、昭和 55 年３月 31 日には、水源計画の見直しによる第１次変更

認可、平成 25 年４月１日には、市内の簡易水道（草井簡易水道事業、草井南簡易水道事業、

南野簡易水道事業）の統合に伴い給水区域を市内全域とする第２次変更認可を受け、現在に

至ります。平成 29 年度の有収水量密度は、全国平均 1.25 千 m3／ha を上まわる 3.25 千

m3／ha となっています。 

なお、給水区域内には、市内の給水状況（表-2.1）のとおり、江南団地専用水道があり、

江南市水道事業とは別に、水道水を供給しています。 

表-2.1 市内の給水状況  

平成 30 年度 現行認可値

行政区域内人口 100,494 人 －

給水人口
江南市水道事業 94,798 人 95,000 人 

江南団地専用水道 5,496 人 －

１）料金

水道料金は、水道料金表（表-2.2）のとおり、いつでも安全でおいしい水を供給できる

体制を維持するために、固定的にかかる経費として負担していただく基本料金と、水の使

用量に応じて必要となる経費を負担していただく従量料金から構成される二部料金制を採

用しています。 

また、消費税及び地方消費税の税率改定に伴う水道料金の改定を除いて、平成 12 年 4

月 1 日の改定以降約 20 年の間、水道料金の改定を行っていません。 

なお、平成 28 年度の水道料金は、水道料金の県内事業体比較（図-2.1）のとおり、比

較的安価となっています。 
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表-2.2 水道料金表 

用途 

区分 

基本料金（１ヶ月につき） 超過料金（1m3 当たり） 

水量 料金 水量 料金

一般用 

官公署用 

営業用 

5m3 以下 450 円

 5m3 超～10m3 以下 90 円

10m3 超～20m3 以下 105 円

20m3 超～40m3 以下 130 円

40m3 超～60m3 以下 155 円

60m3 超～80m3 以下 185 円

80m3 超 215 円

湯屋用 100m3 以下 9,000 円 100m3 超 105 円

臨時用 1m3 につき 230 円

※平成 28 年度愛知県の水道＜水道年報＞ 一般家庭用水道料金一覧表（13mm）より 

図-2.1 水道料金の県内事業体比較（平成 28 年度）



江南市水道事業経営戦略 第２章 水道事業の現状

5 

２）組織 

組織体系は、水道事業の組織図（図-2.2）のとおり、水道部に水道課及び水道監理課が

配置され、令和元年度において水道課は、課長以下の正規職員 15 名とパート職員及び委

託会社職員により運営しています。 

図-2.2 水道事業の組織図 

事業運営の状況は、職員一人当たりの業務量等の事業体比較（表-2.3）のとおり、県内

の近隣事業体、全国平均及び同類型平均と比較して良好な値となっており、効率的な事業

運営に努めています。 

表-2.3 職員一人当たりの業務量等の事業体比較 

注１：同類型平均①：受水を主な水源とする事業体の平均 

注２：同類型平均②：受水を主な水源とし、有収水量密度が全国平均以上の事業体の平均 

※各事業体：平成 28 年度地方公営企業年鑑より 

※全国平均、同類型平均：平成 28 年度水道事業経営指標より

給水人口 有収水量 営業収益

（人） （m3/日） （人） （人） （m3/年） （千円）

江南市 94,753 27,216 12 7,896 827,820 102,185

丹羽広域 58,246 16,710 15 3,883 406,614 55,012

犬山市 74,281 24,802 9 8,253 1,005,848 115,439

稲沢市 137,610 39,503 20 6,881 720,923 121,595

小牧市 153,251 51,198 28 5,473 667,396 90,230

一宮市 375,710 103,241 77 4,879 489,389 59,357

名古屋市 2,436,411 716,640 1,163 2,095 224,913 38,103

全国平均 － － 4,024 443,823 79,222

同類型平均①注１
－ － 4,555 488,769 92,317

同類型平均②注２
－ － 4,770 505,632 89,895

損益勘定

職員数
有収水量給水人口

職員１人当たり

人口5万以上

　　10万未満
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３）水道の供給

水道の供給は、施設の配置図（図-2.3）のとおり、市内に点在する 19 ヶ所の自己水源

（深井戸）と、岩屋ダムを水源として木曽川から取水し、犬山浄水場で浄水処理された愛

知県営水道用水供給事業（以下、「県水」という。）からの受水により賄っています。下般

若配水場では２ヶ所の水源からの導水と県水からの受水を混合し、後飛保配水場では 8 ヶ

所の水源から導水し、配水しています。その他９ヶ所の水源では水源毎に配水しています。

図-2.3 施設の配置図  
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４）水源取水量の見直し

平成 30 年度は、１日当たり 16,669m3 の地下水を揚水しましたが、江南市は「濃尾平

野地盤沈下防止等対策要綱」に定められた地下水の採取を制限される規制区域に該当して

いるため、揚水量を削減しなければならず、不足する水量は県水からの受水により賄うこ

とになります。県水からの受水量の増加に伴う下般若配水場の配水ポンプ増設工事を令和

４年度に実施し、令和８年度までに１日当たりの揚水量を 12,800m3 に削減する計画とし

ています。 

写真 下般若配水場（左）、下般若配水池ポンプ室（右） 

写真 後飛保配水場（左）、後飛保配水池ポンプ室（右） 
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２．施設及び管路の状況

１）施設等の状況

「江南市水道ビジョン」において施設を再編成した結果、常用水源と位置づけた配水施

設は、下般若配水場、後飛保配水場、布袋東部第２水源ポンプ場、上奈良水源ポンプ場の

４ヶ所で、その施設の概要は主要な施設の諸元（表-2.4）のとおりとなっています。

下般若、後飛保の両配水場は、平成 24 年度から 25 年度にかけて耐震補強工事を実施し、

布袋東部第２水源、上奈良水源の両ポンプ場は、平成 30 年度から令和元年度にかけて耐

震化を含めた更新工事を実施しています。

その他の水源は、老朽化が進行しているものの現状問題なく取水が可能であるため、災

害発生時の応急給水・消火用水に備える予備水源と位置付け、水質検査と必要最小限の施

設点検を行っています。

表-2.4 主要な施設の諸元 

施設能力 77.3%（平成30年度）

施設名称 設置年度 備考

下般若配水場 滅菌設備 平成23

配水池 昭和54 平成24年度耐震補強済み

管理棟 昭和54 耐震性あり

配水ポンプ 平成18

自家発電設備 平成23

後飛保配水場 滅菌設備 平成19

配水池 昭和54 平成25年度耐震補強済み

管理棟 昭和54 平成24年度耐震補強済み

配水ポンプ 平成19

自家発電設備 平成23

滅菌設備 平成30 平成30年度更新済み

配水池 昭和45 耐震性あり

配水施設棟 平成30 平成30年度更新済み

配水設備 平成30 平成30年度更新済み

上奈良水源ポンプ場 滅菌設備

配水池

配水設備

令和元年度更新予定

次亜塩素注入ポンプ

SUS造、V=67m3

－

給水ユニット

給水ユニット

横軸両吸込渦巻ポンプ

ガスタービン発電装置

次亜塩素注入ポンプ

ガスタービン発電装置

次亜塩素注入ポンプ

RC造、V=430m3

37,300m3/日 施設利用率

RC造、V=5,400m3

－

横軸両吸込渦巻ポンプ

布袋東部

第2水源ポンプ場

概要

次亜塩素注入ポンプ

RC造、V=11,400m3

－
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２）管路の状況

管路は導水管と配水管に区分され、平成 29 年度末時点において、導水管約 7ｋｍ、配水

管約 701ｋｍの計約 708ｋｍの管路が整備されています。 

導水管（基幹管路）は約 90％がダクタイル鋳鉄管で、残りの約 10％は硬質塩化ビニル

管等となっています。なお、全体の約 65％が口径 300ｍｍ未満となっています。

配水管は配水管の口径別延長（図-2.4）のとおり、約４％が口径 200mm 以上の配水本

管（基幹管路）で、残りの約 96％は口径 200ｍｍ未満の配水支管となっています。 

図-2.4 配水管の口径別延長
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配水本管、配水支管の管種別延長（図-2.5）のとおり、配水本管は約 99％がダクタイル鋳

鉄管で、残りはステンレス管等となっています。 

配水支管は約 77％が硬質塩化ビニル管、約 14％がポリエチレン管、約 7％がダクタイル

鋳鉄管で、残りは鋼管等となっていますが、近年は、耐震性に優れるポリエチレン管を採用

しています。 

図-2.5 配水本管、配水支管の管種別延長
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３）老朽化及び耐震化

管路の経年化率、耐震化率（図-2.6）のとおり、導水管及び配水本管は、水道事業創設

当初に布設した多くの管が地方公営企業法で定められる法定耐用年数となる 40 年を経過

し始めたことから、経年化が進んでいますが、平成 29 年度から基幹管路更新工事に着手

したことにより、今後は経年化率が抑制されるとともに耐震化率の向上が見込まれ、配水

支管については、継続的に配水管改良工事を実施し、経年化率を抑制するとともに耐震化

率は向上しています。

図-2.6 管路の経年化率、耐震化率
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経年化率、耐震化率の県内事業体比較（図-2.7）のとおり、配水本管は経年化率及び耐

震化率ともに低い値となっています。特に耐震化率は 1.4%と非常に低くなっていること

から、第１次基幹管路更新計画に基づく基幹管路更新工事を実施し、改善に努めています。

※平成 27 年度水道統計より 

図-2.7 経年化率、耐震化率の県内事業体比較 
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３．水需要の状況と見通し

江南市水道事業の給水人口は微増傾向にあるものの、江南市の総人口は減少に転じており、

平成 27 年国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の推計結果に基づいて試算した

ところ、給水人口、給水量等の見通し（図-2.8）のとおり、今後は減少に転じる結果となっ

ています。 

一日平均有収水量及び一日最大給水量については、既に減少傾向にあり、この傾向は今後

も継続し、給水収益も減少する見通しとなっています。

図-2.8 給水人口、給水量等の見通し
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４．経営の状況 

１）決算状況

平成 29 年度の決算は、決算状況のイメージ(図-2.9)のとおり、収益的収支においては、

収益的収入が収益的支出を上回り約１億円の純利益を計上しており、資本的収支において

は、資本的支出が資本的収入を上回り約 5.5 億円の収支不足となりました。この収支不足

については、減価償却費等により補てんし、内部留保資金の残高は約 13.5 億円となってい

ます。 

図-2.9 決算状況のイメージ（平成 29 年度）
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２）経営比較分析による比較

経営比較分析表（図-2.10～2.13）のとおり、類似団体の平均値及び全国平均値に対し

て、経常収支比率及び有形固定資産減価償却率を除き、良好な値を示しています。

※経営比較分析表（平成 29 年度）より

図-2.10 経営比較分析表（経営の健全性・効率性 その１） 

①経常収支比率（％）

②累積欠損金比率（％）

グラフ凡例

■　　江南市の値（当該値）

－　　類似団体平均値(平均値)

【】 平成29年度全国平均値

給水収益や一般会計からの繰入金等の収

益で、維持管理費や支払利息等の費用を

どの程度賄えているかを示す指標。

営業収益に対する累積欠損金（営業活動

により生じた損失で、前年度からの繰越

利益剰余金等でも補塡することができ

ず、複数年度にわたって累積した損失）

の状況を示す指標。
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①経常収支比率(％)
【113.39】
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平均値 4.39 0.41 0.54 0.68 1.00

②累積欠損金比率(％)
【0.85】

　経常収支　

経常費用
× 100

当年度未処理欠損金

　営業収益-受託工事収益　
× 100
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※経営比較分析表（平成 29 年度）より

図-2.11 経営比較分析表（経営の健全性・効率性 その２） 

③流動比率（％）

④企業債残高対給水収益比率（％）

⑤料金回収率（％）

短期的な債務に対する支払能力を示す指

標。

給水収益に対する企業債残高の割合で、

企業債残高の規模を示す指標。

給水に係る費用がどの程度給水収益で賄

えているかを表し、料金水準等を評価す

る指標。
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当該値 741.72 662.59 705.08 834.46 605.86

平均値 739.59 335.95 346.59 357.82 355.50

③流動比率(％)
【264.34】
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④企業債残高対給水収益比率(％)
【274.27】
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平均値 99.46 105.21 105.71 106.01 104.57

⑤料金回収率(％)
【104.36】

　流動資産　

流動負債
× 100

　企業債残高合計　

給水収益
× 100

　供給単価　

給水原価
× 100
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※経営比較分析表（平成 29 年度）より

図-2.12 経営比較分析表（経営の健全性・効率性 その３） 

⑥給水原価（％）

⑦施設利用率（％）

⑧有収率（％）

有収水量１m3当たりについて、どれだけ

の費用がかかっているかを示す指標。

一日配水能力に対する一日平均配水量の

割合で、施設の利用状況や適正規模を判

断する指標。

施設の稼動が収益につながっているかを

判断する指標。

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 118.10 113.96 109.15 108.39 111.88

平均値 171.78 162.59 162.15 162.24 165.47

⑥給水原価(円)
【165.71】
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⑦施設利用率(％)

【60.41】
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⑧有収率(％)
【89.93】

　一日平均配水量　

一日配水能力
× 100

　年間総有収水量　

年間総配水量
× 100



江南市水道事業経営戦略 第２章 水道事業の現状

18 

※経営比較分析表（平成 29 年度）より

図-2.13 経営比較分析表（老朽化の状況）

①有形固定資産減価償却率（％）

②管路経年化率（％）

③管路更新率（％）

有形固定資産のうち償却対象

資産の減価償却がどの程度進

んでいるかを表し、資産の老

朽化度合を示す指標。

法定耐用年数を超えた管路延

長の割合を表し、管路の老朽

化度合を示す指標。

更新した管路延長の割合を表

し、管路の更新や状況を示す

指標。
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【48.12】
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【15.89】
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③管路更新率(％)
【0.69】

当該年度に

　更新した管路延長　

管路延長
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法定耐用年数を

　超過した管路延長　

管路延長
× 100

　有形固定資産減価償却費累計額　

有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価

× 100
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３）経営比較分析による近隣事業体比較

経営の健全性・効率性について、経営比較分析表の近隣事業体比較（表-2.5）により近

隣事業体と比較すると、①経常収支比率及び⑤料金回収率は低い値となっていることから、

給水に係る費用に対して給水収益が少ない経営となっている一方で、⑦施設利用率及び⑧

有収率は高い値となっていることから、施設の規模や効率性については良好であると判断

しています。 

また、老朽化の状況について、経営比較分析表の近隣事業体比較（表-2.5）により近隣

事業体と比較すると、管路の更新状況を示す③管路更新率は、高い値となっており順調に

管路更新が実施できていると判断できる一方で、②管路経年化率では低い値となっている

ものの、①有形固定資産減価償却率は高い値となっていることから固定資産全体の老朽化

が進んでいると判断しています。 

表-2.5 経営比較分析表の近隣事業体比較（平成 29 年度）

江南市 岩倉市 丹羽広域 犬山市 稲沢市 小牧市 一宮市 名古屋市

①経常収支比率（％） 108.07 112.13 109.90 115.40 132.93 114.68 106.26 101.81

②累積欠損金比率（％） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

③流動比率（％） 605.86 535.57 607.00 835.24 302.55 544.28 198.93 215.36

④企業債残高対

給水収益比率（％）
121.98 35.51 46.53 0.00 141.51 85.21 507.31 213.81

⑤料金回収率（％） 105.46 110.30 106.46 115.01 133.69 107.98 104.93 94.86

⑥給水原価（円） 111.88 108.20 122.71 97.81 123.72 116.88 113.97 168.58

⑦施設利用率（％） 76.81 73.22 66.54 78.92 60.22 73.26 65.72 53.56

⑧有収率（％） 93.77 90.44 89.84 87.31 91.34 93.69 91.12 94.32

①有形固定資産

減価償却率（％）
51.25 50.74 48.37 49.71 40.70 50.75 50.43 52.52

②管路経年化率（％） 12.86 39.29 31.63 7.32 27.85 20.59 20.42 15.84

③管路更新率（％） 1.84 1.29 1.00 1.00 1.25 1.12 0.81 1.33

経

営

の

健

全

性

・

効

率

性

老

朽

化

の

状

況
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５．これまでの取り組み

江南市では、昭和 61 年３月に「江南市行政改革大綱」を策定して以降、平成 15 年３月の

「江南市第四次行政改革大綱」の策定まで、事務事業の見直し、組織・機構の見直し、定員

管理・給与及び人事管理の適正化の推進などを始めとする行財政改革の取り組みを進めてき

ました。 

また、平成 16 年８月の市長による構造改革推進宣言以降、ＮＰＭ理論に基づく行政経営

システムの確立に向けて、具体的な取組内容を集中改革プランとしてとりまとめるとともに、

この集中改革プランを第５次行政改革として位置づけ、平成 17～21 年度までの５年間、職

員一丸となって自立可能な行財政運営システムの構築に取り組みました。

江南市水道事業では、事務事業の改革として負担金の見直しに取り組むとともに、地方公

営企業の改革として未収金の徴収・民間経営手法の導入による事務事業費削減・水道給配水

管情報管理システムの導入に取り組み、４年間で約 4,890 万円削減の効果が得られました。 

 未収金の徴収

民間企業に業務を委託することにより、水道料金等の徴収率の向上を図りました。

 民間経営手法の導入による事務事業費削減

水道料金及び下水道使用料の徴収業務、受付業務及び検針業務を一括して民間業者へ委

託しました。 

 水道給配水管情報管理システムの導入

水道配管の管理情報を正確かつ迅速に把握するため、水道の給配水管情報を地図で管理

するコンピュータ・システムを導入しました。 

昭和 50 年度から現在までの職員数は、職員数の推移（図-2.14）のとおり、簡易水道事業

の統合に伴い増加し、平成８年度には最大となる 26 人の体制となりましたが、その後の集

中改革プランにより職員を削減しています。今後は、技術・財務などの専門性を有する人材

の確保・育成を図りつつ、管路などの老朽化による更新や耐震化など災害対策への投資を継

続的に実施するため、必要となる職員数を確保します。 
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図-2.14 職員数の推移 

行政サービスが一定の成熟期を迎える中、新たな市の姿を示す第６次江南市総合計画が平

成 30 年度よりスタートし、その新しい変革と共に、江南市第八次行政改革大綱を江南市リ

ノベーションビジョンとして取り組み、これまで長きにわたる行政改革で培ってきたものを、

既存の枠にとらわれることなく、３つのシンカ（進化・深化・新加）を意識しリノベーショ

ン（改善）することにより、時代に合わせた長期的な発展により、地域とつくる多様な暮ら

しを選べる生活都市を実現するため、江南市水道事業では、次のとおり ICT を活用した配水

管情報の提供に取り組んでいます。 

No.20 水道課

目標とするビジョン

改善の柱

計画期間 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

スケジュール

取組内容

先進事業体の実施状

況、その効果等を調

査した。

公開する情報の範囲

や取扱方法を検討

し、運用に向け具体

的なシミュレーショ

ンをした。

配水管情報のイン

ターネット公開を実

施した。

ICTを活用した配水管情報の提供

配水管の布設情報は、土地の利用に際して重要な情報であり、インターネット上で公開

し、サービスの向上を図るとともに、事務の効率化、スリム化ができている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

調査・検討 実施

※江南市リノベーションビジョンより
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６．現状の問題と課題

１）投資に関する問題と課題

常用水源施設の更新及び耐震化は令和元年度に完了予定となっていますが、下般若配水

場の配水量増加に伴うポンプ増設工事や遠方監視制御装置の更新を令和４年度に予定して

おり、その後も設備の維持のため投資が必要となっています。

管路については、老朽化や耐震化の改善のため配水管改良事業及び基幹管路更新事業を

推進するため、年平均６億円程度の投資が継続的に必要となっています。

２）財政に関する問題と課題

収益的収支は、水需要の減少による給水収益の減少及び「濃尾平野地盤沈下防止等対策

要綱」の規制に伴う県水受水費の増加により悪化し、資本的収支は、基幹管路更新事業を

実施するための資金が不足しているため、企業債の発行などが必要となることから、今後

は非常に厳しい財政状況となります。

７．経営戦略の基本方針

現状の問題と課題の解消に向けて、経営の効率化や健全化を図るほか、財政負担を考慮し

た投資計画や次世代の負担を考慮した財政計画の策定が必要となることから、本市経営戦略

の基本方針を次のとおり設定し、投資計画及び財政計画を検討します。

 投資計画の基本方針

安全な水の安定供給を維持するために必要となる管路の更新などの投資が不可欠である中

で、施設等のダウンサイジングや統廃合、長寿命化された製品の採用及び延命化などによる

投資額の平準化を含む中長期的な視点での効率的・効果的な投資を基本方針として、投資計

画を検討します。

 財政計画の基本方針

投資額の増加や水需要の減少に伴う給水収益の減少が見込まれる中で、水道事業の持続が

可能となるよう経費削減などの経営努力を前提として、能率的な経営の下における適正な原

価を独立採算の原則により賄うことを基本方針として、水道料金の最適化、企業債の発行を

行う財政計画を検討します。
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第３章 水道事業の投資試算

１．施設及び設備への投資

安全な水の安定供給を維持するため、上奈良水源ポンプ場の耐震化を含む更新工事をはじ

め、下般若配水場のポンプ増設工事及び遠方監視制御装置、中央監視装置、受変電設備等の

更新を実施します。

２．管路への投資

国は、南海トラフ地震や首都直下地震など、発生が想定される大規模自然災害に対し、水

道も含めた強靱な国づくりに関する取組として、国土強靱化基本計画及び国土強靱化アクシ

ョンプランを策定し、各種ライフラインの耐震化を推進する観点から、基幹管路の耐震適合

率を令和４年度末までに 50％以上に引き上げる目標を掲げています。 

江南市水道事業においては、管路の耐震化や老朽化を改善するため、基幹管路更新事業及

び配水管改良事業を着実に実施します。 

写真 基幹管路更新工事
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図-3.1 基幹管路更新事業の計画図
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３．投資試算

平成 24 年度に策定した「江南市水道事業基本計画」に基づき、計画期間を含む 20 年間の

投資額を整理し、中長期的な投資と財政収支の見通しを検討しました。

１）法定耐用年数に基づく投資試算

江南市水道事業基本計画に基づく投資に加え、法定耐用年数による設備更新を前提に試

算すると、法定耐用年数に基づく投資試算（表-3.1、図-3.2）のとおり、令和元年度から

10 年度までの 10 年間で年間約 10 億円、令和 11 年度から 20 年度までの 10 年間で年間

約８億円の投資が必要となり、平成 27 年度から 30 年度の平均の約２倍となりました。 

また、法定耐用年数に基づく投資試算の財政収支見通し（表-3.2、図-3.3）のとおり、

令和５年度に収益的収支が赤字となり、内部留保資金残高も枯渇し、経営が困難となりま

した。

表-3.1 法定耐用年数に基づく投資試算 

決算 決算 決算 予算 単位：百万円、税込

事業名 H27 H28 H29 H30
H31

R1
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

設備拡張事業 152

水源施設更新・耐震化事業 92 107

基幹管路更新事業（耐震） 249 286 342 300 321 321 549 549 549 549 549 549

配水管改良事業等 368 468 487 496 420 420 420 423 420 448 444 420 435 420

設備更新関係 9 1 5 13 5 5 5 170 430 290 5 290 5 5

年度別合計 377 469 741 887 874 725 746 1,066 1,399 1,287 998 1,259 989 974

Ｒ1～10の合計

R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
期間合計

(R1～20)

152

水源施設更新・耐震化事業 107

基幹管路更新事業（耐震） 549 549 549 300 300 300 300 300 300 300 8,325

420 420 428 420 420 420 420 420 420 420 8,478

200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,455

1,169 974 982 725 725 725 725 725 725 725 18,517

Ｒ11～20の合計

10,317

8,200

事業名

設備拡張事業

配水管改良事業等

設備更新関係

年度別合計
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図-3.2 法定耐用年数に基づく投資試算 

表-3.2 法定耐用年数に基づく投資試算の財政収支見通し

図-3.3 法定耐用年数に基づく投資試算の財政収支見通し

令和元～10年度 令和11～20年度

投資額（合計） 約103億円 約82億円

料金改定 なし なし

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：21,100円/人

期間平均：約18,200円/人

R11：21,900円/人

R20：30,900円/人

期間平均：約26,400円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：174%

期間平均：約150%

R11：181%

R20：256%

期間平均：約220%
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２）投資の平準化に基づく投資試算

維持管理の強化により延命化が可能なポンプ設備や自家発電設備の更新時期の見直しな

どを行った試算は、投資の平準化に基づく投資試算（表-3.3、図-3.4）のとおり、令和元

年度から 10 年度までの 10 年間で年間約９億円、令和 11 年度から 20 年度までの 10 年間

で年間約８億円となり、20 年間での投資額は、法定耐用年数に基づく投資試算と比較して、

約 20 億円の減少となりました。

また、投資の平準化に基づく投資試算の財政収支見通し（表-3.4、図-3.5）のとおり、

令和５年度に収益的収支が赤字となり、令和６年度に内部留保資金残高も枯渇し、経営が

困難となりました。

表-3.3 投資の平準化に基づく投資試算 

決算 決算 決算 予算 単位：百万円、税込

事業名 H27 H28 H29 H30
H31

R1
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

設備拡張事業 152

水源施設更新・耐震化事業 92 107

基幹管路更新事業（耐震） 249 286 342 300 321 321 407 407 407 407 407 407

配水管改良事業等 368 468 487 496 420 420 420 423 420 448 444 420 435 420

設備更新関係 9 1 5 13 5 5 5 170 5 290 5 5 5 5

年度別合計 377 469 741 887 874 725 746 1,066 832 1,145 856 832 847 832

Ｒ1～10の合計

R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
期間合計

(R1～20)

152

水源施設更新・耐震化事業 107

基幹管路更新事業（耐震） 407 407 407 300 300 300 300 300 300 300 7,047

420 420 428 420 420 420 420 420 420 420 8,478

200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 745

1,027 832 840 725 725 725 725 725 725 725 16,529

Ｒ11～20の合計 7,774

配水管改良事業等

設備更新関係

年度別合計

8,755

事業名

設備拡張事業
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図-3.4 投資の平準化に基づく投資試算 

表-3.4 投資の平準化に基づく投資試算の財政収支見通し

図-3.5 投資の平準化に基づく投資試算の財政収支見通し

３）投資試算の検討結果 

投資の平準化に基づく投資試算においても、経営が困難となりましたが、安全な水の安

定供給を維持するために必要となる投資であることから、この投資試算により財源試算を

行います。

令和元～10年度 令和11～20年度

投資額（合計） 約88億円 約78億円

料金改定 なし なし

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：21,100円/人

期間平均：約18,200円/人

R11：21,900円/人

R20：30,900円/人

期間平均：約26,400円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：174%

期間平均：約150%

R11：181%

R20：256%

期間平均：約220%
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４．投資目標

安全な水の安定供給を維持するため、計画期間内の目標指標を次のとおり設定します。

 常用水源施設の耐震化率

管路が破損し断水が発生した場合でも、応急給水・消火用水に必要な水源を確保するた

め、令和 10 年度の常用水源施設の耐震化率 100％を目標とします。 

 基幹管路の耐震化率

災害発生時の断水被害を最小限にするため、管路の老朽化に合わせて更新を進めていま

すが、全ての管路を更新するためには莫大な費用と長い年月が必要となるため、「第 3 次

あいち地震対策アクションプラン」に基づき、「江南市地域防災計画」に定める災害拠点

病院、災害復旧活動拠点及び応急給水施設（指定避難所）へ繋がる配水本管、並びに水

源から配水場までの導水管を優先した、第１次基幹管路更新計画に従い更新を進め、令

和 10 年度の基幹管路の耐震化率 26.0％以上を目標とします。 

 管路の更新率

管路の耐用年数は 40 年であり、耐用年数経過前に管路を更新するには、毎年度の管路の

更新率 2.5％以上が必要となりますが、管路は耐用年数を経過しても直ちに使用不可能

とはならないことから、近隣事業体の実績（19 頁 経営比較分析表の近隣事業体比較

表-2.5）を参考に毎年度の管路の更新率 1.0％以上を目標とします。 
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第４章 水道事業の財源試算

１．財源試算の前提条件

財政収支の見通しにおける財源試算の前提条件は、試算の設定一覧（表-4.1）のとおりと

します。 

表-4.1 試算の設定一覧 

主要項目 設定方法

収益的収入

給水収益  想定供給単価及び需要予測による年度別年間有収水量より算出 

長期前受金戻入額  既往分は、予測減価償却計算により算出 

 新規分は、予測する負担金等に基づいた償却計算により算出 

収益的支出 

人件費  平成 30 年度の職員数及び予算値より設定した人件費単価で算出し固定 

（職員数、人件費単価は一律設定）

受水費  現契約に基づいた水量単価及び年度別取水計画の受水量により算出

（水量単価は一律設定）

修繕費  設備及び管路の延命化に伴い今後増加すると想定し、決算平均値の 3％増加額を設

定し固定 

動力費、薬品費  平成30 年度決算見込み値より設定した単価及び需要予測に基づく年度別配水量か

ら算出（単価は一律設定）

減価償却費  既往分は、予測減価償却計算により算出 

 新規分は、投資計画に基づいた償却計算により算出 

支払利息  既往分は、償還予定表の値を設定 

 新規分は、財源試算による企業債発行予定額に基づいた償還計算により算出 

（年利率１％、30 年償還で設定）

資本的収入 

企業債  財源試算による企業債発行予定額を設定 

負担金、分担金  平成 30 年度決算見込み値に基づき金額を設定し固定 

資本的支出 

建設改良費  投資試算により設定 

 調査・委託費は決算平均値に、個別計画分を考慮し設定 

企業債償還金  既往分は、予定償還表の値を設定 

 新規分は、支払利息と同様に算出

※その他の項目は、平成 30 年度決算見込み値により設定  
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２．財源試算

投資試算の検討結果より、収益的収支の赤字と内部留保資金の不足を解消するための方策

を検討しました。

１）水道料金の改定による財源試算

水道料金の改定により、収益的収支の赤字と内部留保資金の不足を解消すると、水道料

金の改定による財政収支見通し（表-4.2、図-4.1）及び水道料金の改定による企業債残高

見通し（図-4.2）のとおり、収益的収支の赤字及び資金不足は解消し、水道事業の経営は

継続可能となりますが、１m3 当たりの平均供給単価は平成 30 年度の約 117.6 円から、令

和 10 年度に約 158 円、令和 20 年度には約 161 円となります。 

表-4.2 水道料金の改定による財政収支見通し

図-4.1 水道料金の改定による財政収支見通し

図-4.2 水道料金の改定による企業債残高見通し

令和元～10年度 令和11～20年度

投資額（合計） 約88億円 約78億円

料金改定 R2：26.00％ R7：6.00％ R12：1.00％ R17：1.00％

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：21,100円/人

期間平均：約18,200円/人

R11：21,900円/人

R20：30,900円/人

期間平均：約26,400円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：130%

期間平均：約120%

R11：136%

R20：188%

期間平均：約160%
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２）企業債の発行による財源試算

企業債の発行により内部留保資金の不足を解消すると、企業債の発行による財政収支見

通し（表-4.3、図-4.3）及び企業債の発行による企業債残高見通し（図-4.4）のとおり、

収益的収支の赤字が継続するものの、資金不足の解消により水道事業の経営は継続可能と

なりますが、給水人口一人当たり企業債残高は平成 30 年度の約 15,400 円から、令和 10

年度に約 43,500 円、令和 20 年度に約 75,600 円と増加し続け、過去最大の約 68,000 円

を超過することとなり、次世代に大きな負担が残されることとなります。

表-4.3 企業債の発行による財政収支見通し

図-4.3 企業債の発行による財政収支見通し

図-4.4 企業債の発行による企業債残高見通し

令和元～10年度 令和11～20年度

投資額（合計） 約88億円 約78億円

料金改定 なし なし

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：43,500円/人

期間平均：約28,900円/人

R11：48,100円/人

R20：75,600円/人

期間平均：約62,300円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：359%

期間平均：約240%

R11：398%

R20：626%

期間平均：約520%
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３）水道料金の改定及び企業債の発行による財源試算

水道料金の改定及び企業債の発行により、収益的収支の赤字と内部留保資金の不足を解

消すると、水道料金の改定及び企業債の発行による財政収支見通し（表-4.4、図-4.5）及

び水道料金の改定及び企業債の発行による企業債残高見通し（図-4.6）のとおり、収益的

収支の赤字及び資金不足は解消し、水道事業の経営は継続可能となりますが、１m3 当たり

平均供給単価は平成 30 年度の約 117.6 円から、令和 10 年度以降に約 158 円となり、給

水人口一人当たり企業債残高は平成 30 年度の約15,400 円から、令和 10 年度に約 22,700

円、令和 20 年度には約 33,700 円/人となります。 

表-4.4 水道料金の改定及び企業債の発行による財政収支見通し

図-4.5 水道料金の改定及び企業債の発行による財政収支見通し

図-4.6 水道料金の改定及び企業債の発行による企業債残高見通し

令和元～10年度 令和11～20年度

投資額（合計） 約88億円 約78億円

料金改定 R2：24.00％ R7：8.00％ なし

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：22,700円/人

期間平均：約19,000円/人

R11：25,300円/人

R20：33,700円/人

期間平均：約29,600円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：140%

期間平均：約130%

R11：156%

R20：209%

期間平均：約190%
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４）財源試算の検討結果

水道料金の改定による財源試算では現世代への急激な負担増となるのに対し、企業債の

発行による財源試算では収益的収支の赤字が解消できないうえ、次世代への莫大な負債が

残り、将来において多額の企業債を返済しなければならないためより急激な料金改定が必

要となることから、水道料金の改定及び企業債の発行による財源試算を基に、財源目標を

定め収益的収支の赤字と内部留保資金の不足を解消することとします。

３．財源目標

持続可能な水道事業を維持するため、計画期間内の目標指標を次のとおり設定します。 

 経常収支比率

安定経営の指標として、毎年度の現金収入を伴わない収入である長期前受金戻入を除い

た経常収支比率 100％以上を目標とします。 

 料金回収率

安定経営の指標として、毎年度の料金回収率 100％以上を目標とします。

 内部留保資金残高の確保

恒常的に発生する支出に加え、災害時の備えとして、毎年度の内部留保資金残高 10 億円

程度を確保することを目標とします。

 企業債残高対給水収益比率

次世代に過度な負担を残さないため企業債への依存度を抑制することとし、全国の事業

体平均数値（16 頁 経営比較分析表④企業債残高対給水収益比率 図-2.11）を参考に、

令和 10 年度の企業債残高対給水収益比率 300%未満を目標とします。
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第５章 経営健全化の取り組み 

１．水道事業の効率化

水需要の減少に伴う給水収益の減少及び県水からの受水費の増加により、収益的収支の悪

化が見込まれる中で、より一層の効率的な経営を実現するため、これまでの取り組みに加え

て「水道事業経営審議会」からの提言をもとに次の事項に取り組みます。 

１）広域化や広域連携に関する取り組みの強化 

平成 25 年度より愛知県水道広域化研究会議の構成事業体として、水道広域化に向けた

様々な検討を進めています。 

平成 30 年 12 月に成立した水道法の改正を受け、県を中心としてこれまで以上に具体的

な取り組みが求められている中で、他の水道事業と江南市水道事業の状況を正確に把握し、

水道事業に精通した技術・財務などの専門性を有する人材の確保・育成を図るとともに、

施設の共同化・共同管理、維持管理業務の共同化について、地域に応じた事務の効率化も

実現することができるように検討を行います。 

２）公民連携による取り組みの強化

平成 14 年度の宿日直業務委託以降、民間企業の有する専門的なノウハウを積極的に活

用し、経営の効率化に努めています。 

平成 30 年 12 月に成立した水道法の改正では、水道施設に関する公共施設等運営権を民

間事業者に設定することが可能になりましたが、運営権を設定する場合には、公営企業の

事業執行体制の確立や技術の継承など人的資源確保の視点から新たな形での取り組みが必

要となります。 

江南市水道事業では、委託業務の内容とその効果について再度確認し、水道利用者の利

益に繋がる場合は、更なる公民連携を進める検討を行います。
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３）新技術の活用 

新技術の導入については、メリットとデメリットを比較検討しながらトータルコストを

常に意識し、慎重に採用することとします。 

具体的には、自動検針によるコスト縮減、漏水情報の収集など間接的なコスト縮減にも

寄与することが期待されているスマートメーター、及び利便性の向上が見込まれる新たな

決済方法などの導入について研究・検討を行います。

４）情報の提供 

水道事業は、地方公営企業法に従い原則として独立採算により運営される事業であると

ともに、使用者にとってなくてはならない重要なライフラインであることから、水道事業

が健全に継続するために必要となる財源を水道料金の改定により確保する場合には、その

目的、影響、今後の見通しなどについての説明を十分に行うとともに、料金体系の抜本的

な見直しをする際には、使用状況によって平均改定率を上回る負担となる場合もあるため、

適切な広報活動を行うこととします。

また、決算状況や事業の進捗状況など、他事業体との比較ができる情報を発信し、使用

者の理解が高まるように努めます。 
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２．水道料金の改定について 

水道事業の経営は「地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない（地方

公営企業法第１７条の２第２項）」とする独立採算制の原則により運営しており、水道料金に

ついては、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価

を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない（地

方公営企業法第２１条第２項）」とされています。 

投資・財源試算の結果、水道料金の改定が不可欠であることが明らかとなったことから、

江南市水道事業経営審議会からの答申「今後も安全な水の安定供給を実施するため、実施し

なければならない投資を計画的に推進し、その財源を確保するためには、コスト縮減などの

経営努力を継続するとともに、水道料金の最適化や企業債の発行による資金調達が必要であ

ると判断した。水道料金の最適化については、将来にわたり安定的な経営が可能となり、水

道事業の基盤強化、及び水道事業の持続に資することができる料金体系を構築するとともに、

世代間を含めた水道使用者の負担の公平性などにも配慮することが必要である。」を受けて、

急激な料金高騰を招かないよう企業債の発行とともに水道料金体系の見直しを行います。

なお、水道料金は、「新水道ビジョン」における主な課題とされた固定費と変動費の割合に

適合した料金体系の採用、逓増料金体系の緩和、中長期的な見通しによる大きな世代間格差

を生じない料金体系となるよう幅広い検討を実施するとともに、「水道料金算定要領」、「水道

料金改定業務の手引き」、及び江南市水道事業経営審議会からの答申に基づき算定します。 

１）料金算定期間

「水道料金算定要領」における算定期間は３年から５年を基準とすることになっていま

すが、水道料金は使用者の日常生活に密着しており、できるだけ長期間にわたり安定的に

維持されることが望ましいことから、その最長となる５年間で算定します。 

なお、算定に含むことが困難な急激な物価の変動や、突発的な事故等による事業計画の

変更などにより緊急的な対応が必要となる場合には、算定期間中であっても見直しを検討

します。 
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２）改定率

急激な水道料金の変動が使用者に与える影響を鑑み、水道事業に係る総括原価の適正な

配分に向けた段階的な改定を想定し算出した結果、財源目標を達成するための平均改定率

は 18.09％（平成 29 年度決算平均供給単価に対する改定率）となりました。 

３）料金体系

基本料金と従量料金で構成される二部料金制で、用途により基本料金と従量料金の異な

る用途別料金体系及び使用量が多くなると１m3 当たりの単価が段階的に高くなる逓増型

の従量料金を採用していますが、時代に即した料金体系となるよう最適化を図ります。 

【総括原価の考え方】 

料金算定期間における営業費用に、資本費用となる支払利息と施設の計画的な改修・更新

等に必要となる資産維持費を加えた合計額（料金水準（総括原価）の算定方式 図-5.1）で

あり、総括原価を性質ごとに需要家費、固定費、変動費に区分した上で、各使用者群や使用

水量へ配分することとなります。

「水道料金改定業務の手引き,平成 29 年 3 月,公益社団法人日本水道協会」9 頁より 

図-5.1 料金水準（総括原価）の算定方式

【基本料金の考え方】

統括原価のうち基本料金に配分すべき費用は、水の供給を必要とする需要家（使用者）の

存在により発生する需要家費と、総括原価の大部分を占める固定費（有収水量の変動にかか

わらず必要となる費用のうち需要家費に属するものを除いた費用）であり、そのすべてを基

本料金に配分した場合著しく高額となるため、生活用水の低廉な確保に配慮し、基本料金に

は需要家費に加え固定費のうち 10％を配分すること（総括原価の分解と料金体系への配賦

図-5.2）とします。 



江南市水道事業経営戦略 第５章 経営健全化の取り組み 

39 

なお、実際の使用可能水量に影響するメーター口径に応じた負担となる口径別の料金体系

に移行し、１ヶ月当たり５m3 の基本水量については、基本水量の範囲内での水道料金が一律

となることから、負担の公平性に鑑み廃止することとします。 

「水道料金改定業務の手引き,平成 29 年 3 月,公益社団法人日本水道協会」11 頁より 

図-5.2 総括原価の分解と料金体系への配賦

【従量料金の考え方】

水需要が増大する拡張期においては水源の確保や節水が求められたことなどから、水源の

確保に必要となる投資や使用水量を抑制するために、使用水量の増加に伴い単価が高額とな

る逓増型が採用されてきました。その一方で、水の本質的な原価は、使用した水量の多寡に

かかわらず一定であると考えらえており、均一の料金とすることが適当であるといえます。 

水需要が低迷する現在にあっては、固定費や需要家費の按分や変動費に及ぼすスケールメ

リットなどを考慮し、逓減型を採用する事業体もあります。 

江南市水道事業は逓増型を採用していますが、真に均一となる料金体系や逓減型となる体

系に変更することは、水道料金の急激な変動を伴い使用者に与える影響が大きいと判断して、

段階的に逓増度を緩和していくよう配慮します。 
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４）料金改定（案）

水道料金表（改定案）（表-5.1）のとおり、料金改定（案）を示します。 

表-5.1 水道料金表（改定案） 

表-5.2 水道料金表（現行）

 一般用  １３ mm 550 円      0m3超～10m3以下 70 円

 官公署用  ２０ mm 700 円    10m3超～20m3以下 100 円

 営業用  ２５ mm 1,000 円    20m3超～40m3以下 160 円

 湯屋用  ４０ mm 2,000 円    40m3超～80m3以下 180 円

 ５０ mm 3,000 円    80m3超 210 円

 ７５ mm 5,000 円

 １００ mm 10,000 円

 １５０ mm 30,000 円

 臨時用 1m3につき 270 円

用途区分
基本料金 水量料金

１ヶ月当り 1ｍ3当り

用途区分

 一般用 　5m3以下 450 円      5m3超～10m3以下 90 円

 官公署用    10m3超～20m3以下 105 円

 営業用    20m3超～40m3以下 130 円

   40m3超～60m3以下 155 円

   60m3超～80m3以下 185 円

   80m3超 215 円

 湯屋用 100m3以下 9,000 円  100m3超 105 円

 臨時用 1m3につき 230 円

1ｍ3当り
水 量 水 量

料 金 料 金

１ヶ月当り

基本料金 超過料金
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水道料金の改定による影響は、改定前後の水道料金比較（表-5.3）のとおり、基本水量

の廃止により、使用水量が少ない水道使用者は平均改定率を上回っていますが、従量料金

の逓増度を緩和したことから、使用水量が多い水道使用者は、平均改定率を下回ります。 

表-5.3 改定前後の水道料金比較

0 5 10 20 30 40 50 100 200 500 1,000

13mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 550 900 1,250 2,250 3,850 5,450 7,250 16,850 37,850 100,850 205,850

差額 100 450 350 300 600 900 1,150 1,200 700 -800 -3,300

改定率 22.2 100.0 38.9 15.4 18.5 19.8 18.9 7.7 1.9 -0.8 -1.6

20mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 700 1,050 1,400 2,400 4,000 5,600 7,400 17,000 38,000 101,000 206,000

差額 250 600 500 450 750 1,050 1,300 1,350 850 -650 -3,150

改定率 55.6 133.3 55.6 23.1 23.1 23.1 21.3 8.6 2.3 -0.6 -1.5

25mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 1,000 1,350 1,700 2,700 4,300 5,900 7,700 17,300 38,300 101,300 206,300

差額 550 900 800 750 1,050 1,350 1,600 1,650 1,150 -350 -2,850

改定率 122.2 200.0 88.9 38.5 32.3 29.7 26.2 10.5 3.1 -0.3 -1.4

40mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 2,000 2,350 2,700 3,700 5,300 6,900 8,700 18,300 39,300 102,300 207,300

差額 1,550 1,900 1,800 1,750 2,050 2,350 2,600 2,650 2,150 650 -1,850

改定率 344.4 422.2 200.0 89.7 63.1 51.6 42.6 16.9 5.8 0.6 -0.9

50mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 3,000 3,350 3,700 4,700 6,300 7,900 9,700 19,300 40,300 103,300 208,300

差額 2,550 2,900 2,800 2,750 3,050 3,350 3,600 3,650 3,150 1,650 -850

改定率 566.7 644.4 311.1 141.0 93.8 73.6 59.0 23.3 8.5 1.6 -0.4

75mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 5,000 5,350 5,700 6,700 8,300 9,900 11,700 21,300 42,300 105,300 210,300

差額 4,550 4,900 4,800 4,750 5,050 5,350 5,600 5,650 5,150 3,650 1,150

改定率 1011.1 1088.9 533.3 243.6 155.4 117.6 91.8 36.1 13.9 3.6 0.5

100mm 現行料金 450 450 900 1,950 3,250 4,550 6,100 15,650 37,150 101,650 209,150

新料金 10,000 10,350 10,700 11,700 13,300 14,900 16,700 26,300 47,300 110,300 215,300

差額 9,550 9,900 9,800 9,750 10,050 10,350 10,600 10,650 10,150 8,650 6,150

改定率 2122.2 2200.0 1088.9 500.0 309.2 227.5 173.8 68.1 27.3 8.5 2.9

※網掛け部は、これまでの実績から使用者が皆無もしくは少数となる範囲

使用水量(m3/月)

口

径
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第６章 投資・財政計画 

１．投資・財政計画の策定 

施設については、維持管理の強化により延命化が可能なポンプ設備や自家発電設備の更新

時期の見直しを行うことにより可能な限り投資の平準化を実施するとともに、安全な水の安

定供給を維持するため、上奈良水源ポンプ場の耐震化を含む更新工事、下般若配水場のポン

プ増設工事及び遠方監視制御装置、中央監視装置、受変電設備の更新を行い、管路について

は、耐震化率や老朽化率を改善するため、基幹管路更新事業及び配水管改良事業を実施する

一方で、必要となる財源については、急激な料金高騰を招かないよう企業債の活用を合わせ

て実施するものとして平均改定率 18.09％の水道料金改定を計画します。

２．財政収支の見通し

令和２年度に料金改定を行った場合、財政収支の見通し（表-6.1、図-6.1）のとおり、計

画期間における長期前受金を除いた収益的収支の赤字が解消され、内部留保資金残高 10 億

円程度を維持しています。企業債は、企業債残高の見通し（図-6.2）のとおり、増加傾向と

なっているものの、急激な増加を抑制しています。１m3 当たり平均供給単価は平成 30 年度

の約 117.6 円から、令和 10 年度以降に約 155 円となり、給水人口一人当たり企業債残高は

平成 30 年度の約 15,400 円から、令和 10 年度に約 25,300 円、令和 20 年度には約 30,200

円となります。 

なお、料金算定期間を５年としていますので、5 年後の令和 7 年度についても料金の改定

を見込んでおり、令和 11 年度以降については参考となります。 

表-6.1 財政収支の見通し

令和元～10年度 令和11～20年度(参考)

投資額（合計） 約88億円 約78億円

料金改定
R2：18.09％

R7：11.80％

R12：2.80％

R17：2.00％

給水人口あたり

企業債残高

R1：15,800円/人

R10：25,300円/人

期間平均：約20,600円/人

R11：27,200円/人

R20：30,200円/人

期間平均：約29,200円/人

企業債残高対

給水収益比率

R1：130%

R10：159%

期間平均：約139%

R11：171%

R20：181%

期間平均：約177%
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図-6.1 財政収支の見通し

図-6.2 企業債残高の見通し
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表-6.2 投資・財政計画(収益的収支) 

【単位：千円】

平成29年度 平成30年度
平成31年度

令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度

１. (A) 1,202,616 1,196,631 1,219,344 1,416,323 1,408,871 1,401,470 1,397,648 1,386,616 1,533,766 1,523,904 1,518,115 1,504,294 1,494,545 1,524,341 1,517,461 1,502,724 1,491,887 1,481,108 1,502,188 1,487,397 1,476,581 1,465,705

(1) 1,157,005 1,150,420 1,150,287 1,347,266 1,339,814 1,332,413 1,328,591 1,317,559 1,464,709 1,454,847 1,449,058 1,435,237 1,425,488 1,455,284 1,448,404 1,433,667 1,422,830 1,412,051 1,433,131 1,418,340 1,407,524 1,396,648

(2) (B) 9,653 1,755 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606 24,606

(3) 35,958 44,456 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451 44,451

２. 135,631 143,252 134,724 137,797 141,890 142,454 146,463 149,452 152,214 155,615 158,206 160,387 163,469 166,402 169,732 172,824 174,537 176,612 177,106 177,208 176,666 176,893

(1)

(2) 132,881 133,481 130,048 133,122 137,215 137,779 141,788 144,777 147,539 150,940 153,531 155,712 158,794 161,727 165,057 168,149 169,862 171,937 172,431 172,533 171,991 172,218

(3) 2,750 9,771 4,676 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675

(C) 1,338,247 1,339,883 1,354,068 1,554,120 1,550,761 1,543,924 1,544,111 1,536,068 1,685,980 1,679,519 1,676,321 1,664,681 1,658,014 1,690,743 1,687,193 1,675,548 1,666,424 1,657,720 1,679,294 1,664,605 1,653,247 1,642,598

１. 1,207,611 1,232,627 1,295,834 1,300,813 1,318,611 1,307,620 1,323,154 1,314,949 1,347,112 1,383,600 1,394,419 1,383,488 1,392,057 1,402,497 1,408,796 1,417,378 1,417,408 1,422,809 1,424,610 1,420,060 1,417,571 1,419,289

(1) 72,256 78,402 83,783 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032 78,032

54,518 58,516 62,999 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520 58,520

17,738 19,886 20,784 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512 19,512

(2) 641,005 661,437 692,161 693,528 700,854 708,231 716,756 722,960 744,482 765,177 761,226 754,655 749,407 744,132 739,722 732,839 727,192 721,574 717,103 710,338 704,806 699,245

47,711 49,511 63,048 46,591 45,223 43,851 42,598 41,110 38,095 35,082 35,178 35,082 35,082 35,082 35,178 35,082 35,082 35,082 35,178 35,082 35,082 35,082

68,956 74,695 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509 68,509

524,338 537,231 560,604 578,428 587,122 595,871 605,649 613,341 637,878 661,586 657,539 651,064 645,816 640,541 636,035 629,248 623,601 617,983 613,416 606,747 601,215 595,654

(3) 494,350 492,788 519,890 529,253 539,725 521,357 528,366 513,957 524,598 540,391 555,161 550,801 564,618 580,333 591,042 606,507 612,184 623,203 629,475 631,690 634,733 642,012

２. 30,653 28,668 27,728 26,666 25,485 24,287 24,780 24,028 25,868 25,472 25,242 25,178 25,220 25,884 25,608 25,392 24,742 24,111 23,508 22,947 22,442 21,956

(1) 29,356 27,682 25,928 24,866 23,685 22,487 22,980 22,228 24,068 23,672 23,442 23,378 23,420 24,084 23,808 23,592 22,942 22,311 21,708 21,147 20,642 20,156

(2) 1,297 986 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

(D) 1,238,264 1,261,295 1,323,562 1,327,479 1,344,096 1,331,907 1,347,934 1,338,977 1,372,980 1,409,072 1,419,661 1,408,666 1,417,277 1,428,381 1,434,404 1,442,770 1,442,150 1,446,920 1,448,118 1,443,007 1,440,013 1,441,245

(E) 99,983 78,588 30,506 226,641 206,665 212,017 196,177 197,091 313,000 270,447 256,660 256,015 240,737 262,362 252,789 232,778 224,274 210,800 231,176 221,598 213,234 201,353

(F) 2

(G) 50 89 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

(H) △ 50 △ 89 △ 70 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72 △ 72

(E)+(H) 99,933 78,498 30,436 226,569 206,593 211,945 196,105 197,019 312,928 270,375 256,588 255,943 240,665 262,290 252,717 232,706 224,202 210,728 231,104 221,526 213,162 201,281

(I) 164,001 109,017 9,455 89,560 159,428 177,779 181,788 184,777 187,539 190,940 193,531 195,712 198,794 201,727 205,057 208,149 208,016 186,909 179,335 153,833 112,332 51,115

(J) 1,475,454 1,361,755 1,492,897 1,713,460 1,709,756 1,702,218 1,702,425 1,693,557 1,858,839 1,851,715 1,848,190 1,835,356 1,828,006 1,864,090 1,860,177 1,847,338 1,837,278 1,827,682 1,851,467 1,835,272 1,822,750 1,811,009

308,171 282,510 311,814 357,882 357,109 355,534 355,577 353,725 388,247 386,759 386,023 383,342 381,807 389,344 388,526 385,845 383,743 381,739 386,707 383,324 380,709 378,257

(K) 243,531 243,991 260,307 261,077 264,345 261,948 265,100 263,338 270,026 277,124 279,207 277,044 278,738 280,922 282,106 283,751 283,630 284,568 284,803 283,798 283,209 283,452

111,305 113,849 118,972 119,324 120,818 119,722 121,163 120,358 123,414 126,659 127,611 126,622 127,396 128,394 128,936 129,687 129,632 130,061 130,168 129,709 129,440 129,551

120,507 117,125 128,808 129,189 130,806 129,620 131,180 130,308 133,618 137,130 138,161 137,090 137,929 139,009 139,595 140,409 140,349 140,813 140,930 140,432 140,141 140,261

(I)
(A)-(B)

(M) 1,192,963 1,194,876 1,194,738 1,391,717 1,384,265 1,376,864 1,373,042 1,362,010 1,509,160 1,499,298 1,493,509 1,479,688 1,469,939 1,499,735 1,492,855 1,478,118 1,467,281 1,456,502 1,477,582 1,462,791 1,451,975 1,441,099

解 消 可 能 資 金 不 足 額

事 業 の 規 範
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た

((N)/(P)×100)
資 金 不 足 比 率

(A)-(B)営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((L)/(M)×100)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 未 払 金

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

累 積 欠 損 金 比 率 （

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15条 第１ 項に より 算定 した

損

益

的

収

支

(F)-(G)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益

当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 益 )

減 価 償 却 費

支 払 利 息

そ の 他

収 入 計

支 出 計

収

益

的

支

出

収

益

的

収

入

(C)-(D)経 常 損 益

営 業 外 収 益

補 助 金

受 託 工 事 収 益

そ の 他

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

職 員 給 与 費

営 業 収 益

営 業 費 用

そ の 他

営 業 外 費 用

基 本 給 ・ 手 当

退 職 給 与 費

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

料 金 収 入

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
（P)

×100 ）

(L)
資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
（N)

資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る

（O)
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表-6.3 投資・財政計画（資本的収支） 

【単位：千円】

年　　　　度
平成29年度 平成30年度

平成31年度

令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度

１. 143,500 156,500 150,000 150,000 150,000 300,000 150,000 400,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２.

３.

４.

５.

６.

７. 6 1

８. 143,711 111,086 80,240 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086 111,086

９. 82,534 94,133 60,000 78,983 78,841 78,699 78,558 78,417 78,276 77,995 77,715 77,436 77,158 76,881 76,468 76,057 75,649 75,243 74,840 74,439 74,040 73,644

(A) 369,745 361,725 290,241 340,069 339,927 489,785 339,644 589,503 339,362 339,081 338,801 338,522 388,244 287,967 287,554 237,143 236,735 236,329 235,926 235,525 235,126 234,730

(B)

(C) 369,745 361,725 290,241 340,069 339,927 489,785 339,644 589,503 339,362 339,081 338,801 338,522 388,244 287,967 287,554 237,143 236,735 236,329 235,926 235,525 235,126 234,730

１. 743,267 809,867 807,921 725,000 746,000 1,065,990 831,690 1,144,190 855,890 831,690 847,090 831,690 1,026,690 831,690 839,380 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000

２. 108,826 111,305 113,850 116,461 119,139 109,772 102,174 107,099 103,918 102,272 97,830 99,358 94,411 99,596 96,616 96,110 96,736 98,514 101,144 100,106 101,781 101,673

３.

４.

５. 61,973 34,971 68,465 50,427 54,552 59,891 46,315 47,521 48,931 49,063 46,628 45,275 46,865 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022

(D) 914,066 956,143 990,236 891,888 919,691 1,235,653 980,179 1,298,810 1,008,739 983,025 991,548 976,323 1,167,966 984,308 989,018 874,132 874,758 876,536 879,166 878,128 879,803 879,695

(D)-(C) (E) 544,321 594,418 699,995 551,819 579,764 745,868 640,535 709,307 669,377 643,944 652,747 637,801 779,722 696,341 701,464 636,989 638,023 640,207 643,240 642,603 644,677 644,965

１. 470,888 548,789 650,423 503,189 529,212 666,213 520,256 586,991 587,776 452,928 506,561 508,675 651,137 595,968 585,409 547,691 576,459 591,237 594,233 593,560 595,598 595,850

２. 32,000 61,911 35,527 21,008 132,597 86,342 70,656 52,363 41,853 56,798 40,402 12,631

３.

４. 41,433 45,629 49,572 48,630 50,552 79,655 58,368 86,789 60,593 58,419 59,844 58,470 76,222 58,520 59,257 48,896 48,933 48,970 49,007 49,043 49,079 49,115

(F) 544,321 594,418 699,995 551,819 579,764 745,868 640,535 709,307 669,377 643,944 652,747 637,801 779,722 696,341 701,464 636,989 638,023 640,207 643,240 642,603 644,677 644,965

(E)-(F)

(G)

(H) 1,411,271 1,456,466 1,492,616 1,526,155 1,557,016 1,747,244 1,795,070 2,087,971 2,134,053 2,181,781 2,233,951 2,284,593 2,390,182 2,390,586 2,393,970 2,347,860 2,301,124 2,252,610 2,201,466 2,151,360 2,099,579 2,047,906

1,344,549 1,233,217 1,003,421 1,106,516 1,182,804 1,117,646 1,099,372 1,011,819 1,060,230 1,101,437 1,134,351 1,158,185 1,061,155 1,060,465 1,049,702 1,080,747 1,101,995 1,110,778 1,137,954 1,150,479 1,148,655 1,133,374

○他会計繰入金 【単位：千円】

年　　度
平成29年度 平成30年度

平成31年度

令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度

14,216 16,264 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598

14,216 16,264 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598

702 964 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

702 964 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

14,918 17,228 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426 16,426

計

資

本

的

支

出

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資

本

的

収

入

(A)-(B)

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充

当額

純　　　計

計

補 填 財 源 不 足 額

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

内 部 留 保 資 金

計

補

填

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分
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３．事前評価 

財源試算の結果に基づいて設定した財源目標について、財政収支の見通しに基づき検証し

ます。 

本市経営戦略により設定した財源目標は、財源目標の見通し（図-6.3）のとおり、長期前

受金戻入を除いた経常収支比率、料金回収率、内部留保資金残高の確保、企業債残高対給水

収益比率を全て達成する見込みとなっています。

図-6.3 財源目標の見通し
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第７章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本市経営戦略は、今後 20 年間の投資・財源試算を予測した上で、令和元年度から 10 年度

の投資・財政計画を策定しました。 

経営戦略のＰＤＣＡサイクルによるマネジメント（図-7.1）のとおり、毎年度、投資・財

政計画の進捗管理を実施します。また、投資目標と財源目標（表-7.1）を基に 5 年毎に達成

状況の評価を行い、実績と計画に乖離が生じた場合や、広域化や広域連携等の経営健全化に

対する取り組みが具体化された場合など、必要に応じて中間見直し又は全面改定を実施しま

す。 

図-7.1 経営戦略のＰＤＣＡサイクルによるマネジメント 

表-7.1 投資目標と財源目標 

区分 平成 29 年度実績 令和 5 年度目標 令和 10 年度目標

浄水施設の耐震化 20.7％ 28% 100％

基幹管路の耐震化率 1.4％ 15％ 26％

管路の更新率 1.84％ 1％以上 

経常収支比率（長期前受金戻入除く） 97.3％ 100%以上 

料金回収率 105.5％ 100％以上 

内部留保資金残高の確保 約 13.5 億円 約 10 億円程度

企業債残高対給水収益比率 122.0％ 134％ 300％未満
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江南市水道事業経営審議会条例 

平成２９年１２月２５日 

条例第１６号 

（設置） 

第１条 江南市水道事業の適正かつ効率的な経営を図るため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、江南市水道事業経営審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べることができる。 

（１） 江南市水道事業の経営及び計画全般に関すること。 

（２） 水道料金に関すること。 

（３） 市長からの諮問に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、１０人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。 

（１） 市議会議員 

（２） 各種団体の代表者 

（３） 学識経験を有する者 

（４） 公募に応じた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
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２ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴

き、又は説明若しくは資料を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、水道部水道課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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３０江水第 ９６号 

平成３０年７月２日 

江南市水道事業経営審議会 

江南市水道事業       

江南市長  澤田 和延   

江南市水道事業の経営の見通しとあり方について（諮問） 

江南市水道事業経営審議会条例第２条に基づき、下記事項について貴審議会の意見を

求めます。 

記 

１．諮問事項 

江南市水道事業の経営の見通しとあり方について 

２．諮問の趣旨 

本市水道事業では、昭和 50 年の事業開始以来、水道施設の整備・拡大、及び維持管

理により、一定の水道普及率を達成しました。このような成熟期にある水道事業に求め

られるものは、量の充足から、より安全でおいしい水の安定供給や大規模災害を想定し

た危機管理体制の充実など、高度化・多様化しています。また、人口減少や節水機器の

普及による水需要の低迷、老朽施設の更新、法的な要求事項の高度化など、水道事業を

取り巻く社会情勢や経営環境は厳しさを増しています。 

近年の経営状況としましては、純利益が確保できる黒字経営を継続していますが、今

後は給水収益の減少に伴う純利益の縮小や、老朽施設の更新などによる投資額の増加に

伴う留保資金の減少により、財政状況の悪化が予想されます。 

このような中で、公営企業に対し総務省は、中長期的な経営の基本計画である「経営

戦略」の策定を求め、「経営戦略策定ガイドライン」を示しました。 

このたび本市水道事業においても、経営の更なる健全化のため、経営戦略を策定する

こととしましたので、「江南市水道事業の経営の見通しとあり方」について貴審議会の

意見を求めます。 
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平成３１年４月９日 

江南市水道事業       

江南市長  澤田 和延 様 

江南市水道事業経営審議会   

 会長  横山 幸司    

江南市水道事業の経営の見通しとあり方について（答申） 

平成 30 年７月２日付け 30 江水第 96 号で諮問されましたこのことについて、当審議

会において慎重に審議した結果、別添のとおり答申します。 
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江南市水道事業の経営の見通しとあり方について

答申書 

平成３１年４月９日 

江南市水道事業経営審議会 
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はじめに 

水道事業については、平成 25 年３月に「新水道ビジョン」において水道の理想像と

して「安全・強靭・持続」が明示され、清浄にして豊富低廉な水の安定供給に加えて、

より安全でおいしい水の安定供給や危機管理体制の充実など、生活や経済活動に欠かす

ことが出来ないライフラインとして、その理想像を具現化するため、当面の間に取り組

むべき事項と方策が提示された。 

また、平成 26 年８月には公営企業が住民の日常生活に欠くことのできない重要なサ

ービスを提供する役割を果たしていることから、将来にわたりサービスの提供を安定的

に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を

策定することが要請された。 

さらに、平成 30 年 12 月には「水道法の一部を改正する法律」が国会での審議を経

て可決・成立し、水道事業の直面する課題に対応するための「水道の基盤強化」につい

て求められた。 

江南市水道事業では、今後の急速な人口減少に伴う水需要の減少が懸念される中で、

創設から 40 年以上が経過し、施設等の老朽化や耐震化などに対応するための更新が必

要となっている。 

このような状況の下で、平成 30 年７月２日に江南市長から「江南市水道事業の経営

の見通しとあり方について」の諮問を受けた江南市水道事業経営審議会では、江南市水

道事業の現状及び将来の見通しなどに関する様々な資料に基づいて、慎重な審議を重ね、

ここに結論を得たので次のとおり答申する。

2  
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答申 

江南市水道事業の経営の見通しとあり方について審議した結果、今後も安全な水の安

定供給を持続するため、実施しなければならない投資（施設及び管路の耐震化や更新）

を計画的に推進し、その財源を確保するためには、コスト縮減などの経営努力を継続す

るとともに、水道料金の最適化や企業債の発行による資金調達が必要であると判断した。

水道料金の最適化については、将来にわたり安定的な経営が可能となり、水道事業の

基盤強化、及び水道事業の持続に資することができる料金体系を構築するとともに、世

代間を含めた使用者の負担の公平性などにも配慮することが必要である。 

3  
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１．江南市水道事業の経営環境について 

（１）水需要の見通し

江南市の総人口は減少に転じており、江南市水道事業の給水人口は増加傾向にある

ものの、最新の推計結果（平成 27 年国勢調査に基づく平成 30 年推計）により試算

すると、給水人口は減少に転じることが予測された。 

有収水量については、すでに減少傾向で推移しており、この傾向はさらに継続する

と予測され、給水人口の推計結果を反映した 20 年間にわたる試算では、水需要は低

下し、それに伴い給水収益も減少する見通しである。

（２）施設・管路整備の見通し

今後 20 年間にわたる投資の見通しは、平成 31 年度以降の 10 年間で年平均９億

円程度の投資が必要であり、その後の 10 年間では年平均８億円程度の投資が必要で

あると示された。 

平成 28 年度から実施している「水源施設更新及び耐震化事業」は平成 31 年度に

完了する予定となっているが、平成 26 年度から開始した「基幹管路更新事業」やこ

れまで継続的に実施されてきた「配水管改良事業」、「設備更新事業」などについては、

持続可能な水道事業や、水道事業に求められた基盤強化を実現するため、継続的に実

施しなければならない。特に、「基幹管路更新事業」については、平成 29 年度の水

道統計調査において基幹管路の耐震化率、耐震適合率ともに 1.4％と非常に低い数値

となっていることから、「第１次基幹管路更新計画」に基づき、計画的に推進する必

要がある。 

（３）自己水源の見通し

平成 29 年度決算では１日当たり平均 17,193m3 の地下水を揚水しているが、「濃

尾平野地盤沈下防止等対策要綱」により、平成 38 年度までに１日当たり 12,800m3

の揚水量とする必要がある。今後、段階的に揚水量を減少させる中で、不足する原水

を愛知県営水道用水供給事業から購入することとなり、給水原価は上昇する見通しで

ある。 

4  
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（４）経営状況の見通し

平成 17 年３月に示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな

指針」による江南市の「集中改革プラン」の取り組みとして、民間委託・民営化の推

進、組織の見直し、定員管理の適正化、事務事業の改革などのコスト削減を継続して

おり、近隣の同規模事業体と職員１人当たりの給水人口、有収水量、営業収益などの

経営指標で比較すると、良好な値を示していることから、効率的な事業経営に努めて

いることが確認できた。 

また、水道料金については、消費税及び地方消費税の税率改定に伴う改定を除くと、

経営努力を重ねる中で健全な経営を維持しており、平成 12 年度から約 20 年の間、

料金改定が行われておらず、平成 28 年度決算においての口径 13ｍｍ、一般家庭用、

ひと月 10ｍ3 使用時の比較では、県内 43 事業体のうち 8 番目に安いことが確認でき

た。 

今後は、これまで以上に厳しい経営となる見通しであることから、水道事業の基盤

強化に向けての更なる取り組みが必要である。

5  
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２．投資に対する財源確保のあり方 

法定耐用年数等に基づく投資試算と、現在の収支に基づく財政収支の結果から、新た

な経営的施策を実施しない場合には、水道事業の存続が困難となることが明らかとなっ

たことから、必要となる更新需要等に対する財源確保が必要であると判断した。

投資試算における投資は、現在の水道を次世代に引き継ぐための投資であることから、

企業債により資金調達することも可能であるが、企業債ですべてを賄うと次世代に莫大

な負債を残すことになり、将来的に多額の企業債を返済するための料金改定が必要とな

る。その一方で、これまでの投資において、現在もなお企業債残高を有し、返済してい

る江南市水道事業が、投資試算に対する財源を水道料金の体系の見直しと料金改定のみ

で賄うと、現役世代への急激な負担増となってしまうことも明らかである。

このことから、施設等のダウンサイジングや統廃合、長寿命化された製品の採用や延

命化など、投資の平準化を含む合理的な考えに基づいた投資の見直しや、経費縮減など

の経営努力を前提として、企業債の発行と水道料金の最適化を組み合わせた（現役世代

の負担と次世代の負担のバランスなど）財源の確保が必要であると判断した。

江南市水道事業の安定経営の管理指標として、水道料金等で維持管理費や支払利息等

の費用をどの程度賄えているかの指標である「経常収支比率」及び給水に係る費用がど

の程度給水収益で賄えているかの指標である「料金回収率」を、100％以上確保し続け

ること、恒常的に発生する支出に加え、災害への備えとして 10 億円程度の資金残高を

確保すること、及び企業債の残高を全国の水業事業者の平均数値を参考に、「企業債残

高対給水収益比率」を 300％未満と定め計画することについて、妥当であると判断した。 

なお、水道料金は単に既存の施設による給水のための原価を賄うだけでは十分ではな

く、施設の建設、改良、再構築が可能であるように財政的基盤の強化を図りうるもので

なければならないとする「水道料金算定要領」と、その具体的な手順を示した「水道料

金改定業務の手引き」について、これを支持する。 

6  
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３．水道料金のあり方

現在の料金体系は、基本料金は用途別、従量料金は逓増制となっているが、企業債の

発行による世代間の負担の平準化とともに料金体系の見直し、及び料金改定による収益

基盤の強化が必要である。施設等の老朽化や耐震化などの対策を確実に実施し、将来の

江南市水道事業の安定経営が可能となる水道料金のあり方について、次のとおり判断し

た。 

（１）料金改定の時期 

料金の改定の時期が遅れると、その反動が大きくなることから、料金の改定が必要

であることが明らかである以上は、出来るだけ早期に実施することが望ましいが、使

用者への周知期間を設ける必要もあることから、平成 32 年４月が適当である。

（２）料金算定の期間 

水道料金は、使用者の日常生活に密着しており、できるだけ長期にわたり安定的に

維持されることが望ましいことから、段階的な料金改定ではなく中長期にわたる将来

を見据えた料金改定を求める意見も出たところではあるが、水道料金算定要領の算定

期間としては３年～５年を基準としていることから、江南市水道事業では、その最長

となる５年間で算定するものとし、算定を上回る物価の変動や事業計画の変更などに

より緊急的な対応が必要となる場合には、算定期間中であっても見直しをすることが

妥当である。 

（３）料金体系

水道料金は、水の使用量に関わらず、いつでも安全でおいしい水を供給できる体制

を維持するために、固定的にかかる経費として負担する基本料金と、水の使用量に応

じて必要となる経費を負担する従量料金から構成される二部料金制を採用している。

また、用途により基本料金と従量料金の異なる用途別料金体系、使用量が多くなる

と１ｍ3 当たりの単価が段階的に高くなる逓増型の従量料金となっているが、時代に

即した料金体系となるよう最適化を図る必要がある。

7  
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Ⅰ 基本料金

水道料金として回収すべき費用の大部分は固定費（有収水量の変動にかかわらず

必要となる費用）であり、基本料金によりこの費用を賄うことが可能であれば、有

収水量の減少に対しても、安定的な事業継続が可能となるが、固定費の配分比率を

高めると使用する水量の少ない、一般家庭などでの水道料金が高額になることから、

配慮が必要である。

また、固定費の配分に際しては、実際の使用可能水量に影響するメーター口径に

応じた負担となる口径別の基本料金に移行することが妥当である。

なお、現在の基本料金には、ひと月当たり５ｍ3 の水を基本水量として含んでい

るが、基本水量の範囲内での使用については料金が一律となることから、負担の公

平性に鑑み、基本水量は廃止とすることが妥当である。

Ⅱ 従量料金

水需要が増大する拡張期においては水源の確保や節水が求められたことなどか

ら、水源の確保に必要となる投資や使用水量を抑制するために、使用水量の増加に

伴い単価が高額となる逓増型が採用されてきたものであると推測されるが、水の本

質的な原価は、使用した水量の多寡にかかわらず一定であると考えらえており、均

一の料金とすることが適当である。水需要が低迷する現在にあっては、固定費や需

要家費の按分や変動費に及ぼすスケールメリットなどを考慮し、逓減型の料金体系

を採用する事業体も存在している。 

江南市水道事業は逓増型の料金体系を採用しているが、真に均一となる料金体系

や、逓減型となる体系に変更することは、水道料金の急激な変動を伴い使用者に与

える影響が大き過ぎるものであることから、段階的に逓増度を緩和していくことが

妥当である。 

（４）改定率

急激な水道料金の変動が使用者に与える影響を鑑み、料金の算定期間における平均

改定率は最大でも 20％程度とすること。

8  
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４．江南市水道事業経営への提言 

これまでも効率的な事業運営に努めて、コスト縮減に取り組んでいると評価するが、

更なる効率化や使用者の利益を最大化するため、水道料金の最適化（料金改定と料金体

系の見直し）により使用者への負担を求めるだけではなく、経営の効率化に向けた不断

の努力と計画的な建設、改良、再構築の実施が不可欠であり、そのためには実情に対応

し、中長期的な視野に立った経営を推進する必要があることから、江南市水道事業の取

り組むべき事項について、次のとおり提言する。 

（１）広域化や広域連携の取り組み強化 

小規模水道事業の広域化として平成 26 年度までに市内に点在していた簡易水道事

業の統合を完了し、平成 25 年度より愛知県水道広域化研究会議の構成事業体として、

更なる水道広域化に向けた様々な検討を進めている。 

平成 30 年に成立した水道法の改正を受け、県を中心としてこれまで以上に具体的

な取り組みが求められている中で、他の水道事業と江南市水道事業の状況を正しく把

握し、水道事業に精通した技術・財務などの専門性を有する人材の確保・育成を図る

とともに、施設の共同化・共同管理、維持管理業務の共同化について、地域に応じた

事務の効率化も実現することが出来るよう検討を進め、水道の基盤強化に繋がるよう

に努めること。 

（２）公民連携による取り組み

民間企業の有する専門的なノウハウの活用としては、平成 14 年度より水質検査業

務、平成 18 年度より水道料金等取扱業務、平成 22 度より配水場運転管理業務を委

託するなど、業務の委託を進めるとともに、給・配水管情報管理システムや企業会計

システムなどの電算システムを導入し、経営の効率化に努めている。 

平成 30 年に成立した水道法の改正では、水道施設に関する公共施設等運営権を民

間事業者に設定することが可能となっているが、運営権を設定するに際しては、公営

企業の事業執行体制の確立や、技術の継承など人的資源確保の視点から新たな形での

取り組みが必須となる。 

江南市水道事業では、委託業務の内容とその効果について再度確認し、水道利用者

の利益に繋がる場合は、更なる公民連携を進めること。 

9  
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（３）新技術の活用 

新技術の導入については、メリットとデメリットを比較検討しながら慎重に採用す

ることとし、自動検針によるコスト縮減や漏水情報の収集など間接的なコスト縮減に

も寄与することが期待されているスマートメーターや、利便性の向上が見込まれる新

たな決済方法等の導入について検討をすること。 

（４）情報の提供

水道事業は、地方公営企業法に従い原則として独立採算により運営される事業であ

り、水道は、使用者にとってなくてはならない重要なライフラインである。 

水道事業が健全に継続するために必要となる財源を、水道料金の改定により確保す

る場合には、その目的、影響、今後の見通しなどについての説明を十分に行うととも

に、料金体系の抜本的な見直しに際しては、使用状況によって平均改定率を上回る負

担となる場合があることから、適切な広報活動を行うこと。

また、決算状況や事業の進捗状況のみでなく、他事業体との比較ができる情報を発

信し、使用者の理解や満足度が高まるように努めること。 

10  
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おわりに 

江南市水道事業経営審議会において審議を重ねた結果を、答申として取りまとめた。 

今回の答申は、安全な水の安定供給の持続への第一歩として、水道施設の耐震化及び

更新、並びに水道料金の最適化による、水道事業の基盤強化の方向性を示したものであ

る。 

しかしながら、次の一歩をどのように踏み出すかは、今後の経営環境を見極めながら、

その時代に合ったものになるように継続的な検討が必要である。 

この答申で示した「江南市水道事業の経営の見通しとあり方」が今後の健全な経営の

維持に寄与し、江南市水道事業を次世代に引き継ぐことができるよう希望する。 

11 
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江南市水道事業経営審議会委員名簿 

12 

役職等 氏  名 選 任 の 区 分 

会長 横山 幸司 学識経験者 滋賀大学社会連携研究センター教授 

副会長 尾関 昭 市議会議員 

委員 福田 三千男 市議会議員 

委員 今井 節子 団体代表 消費者団体「仲良し会」

委員 浅野 敏夫 団体代表 江南商工会議所 

委員 小川 隆史 団体代表 愛知北農業協同組合

委員 樋口 隆久 団体代表 
中部電力㈱電力ネットワークカンパニー

小牧営業所 

委員 奥村 真也 学識経験者 税理士

委員 大西 信二 公募委員 

委員 鹿鳥 クミ子 公募委員 
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平成 30 年度江南市水道事業経営審議会 開催概要 

回 数 開  催  日 主  な  議  題 

第１回 平成 30 年 7 月 2 日（月）

江南市水道事業経営戦略策定について

公営企業会計について 

江南市水道事業の概況 

水道料金について

第２回 平成 30 年 8 月 3 日（金）

施設整備について 

事業経営について 

投資試算と財源試算について 

第３回 平成 30 年 10 月 3 日（水）

水需要予測について 

投資計画について 

財政収支見通しについて

今後の方向性について 

第４回 平成 30 年 11 月 5 日（月）

水道料金の方向性について

水道料金算定の概要について

水道料金の動向について

水道料金改定案について

第５回 平成 31 年 1 月 9 日（水）

改正水道法の概要について 

水使用の実態について 

これまでの取り組みについて 

水道料金改定案について

水道料金改定案の比較について

江南市水道事業経営戦略策定について

第６回 平成 31 年 2 月 12 日（火）

これまでの取り組みについて 

答申案について 

経営戦略案について

13 
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『江南市水道事業経営戦略（案）』に関するパブリックコメントの結果について

◆意見の募集期間 令和元年６月 10 日（月）から 

令和元年７月 ９日（火）まで 

◆意見を提出された方  ３名 

◆意見の件数      16 件 

◆意見の概要、市の考え方をまとめたもの

（※意見の概要につきましては、取りまとめ及び要約をしています。）

【第２章 水道事業の現状】

●水源取水量の見直しについて                        NO.1 

意見の概要 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱による自己水源の縮小については、

規制対象外の自己水源設置者に対する賦課金類が対策の一つとなりま

すが、節水運動により県水受水量を抑制することが、多大な出費を抑え

る対策と考えます。

節水により給水収益は減少しますが、水も資源との考え方を基本とす

べきで、最大ピーク時の使用量抑制にもつながり関係経費の縮小にもな

ると考えます。

市の考え方 これまでの渇水時における節水の呼びかけや、水循環についての広報

を継続的に実施することにより、水資源保護への意識が高揚するよう努

めます。 

自己水源の活用と比較して高価となる県水の受水については必要最

小限に抑制するよう努めています。 

水道施設は、水道事業認可において最大となる水需要に対して不足し

ないように一日最大給水量を定めて整備しています。更なる節水により

水需要が減少した場合には、施設や設備のダウンサイジングなどによる

投資額の抑制が可能となりますが、現時点では更なる節水による水需要

の低下を見込むことは困難であることから、江南市水道事業経営戦略

（案）P.13 のとおり、これまでの節水機器の普及や人口減少にともな

う水需要の低下を見込んだ予測により将来の見通しをしています。 
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●江南市水道事業の現状と将来の見通し                    NO.2 

意見の概要 老朽化対策・耐震化対策が必要な一方で、水需要が減少する傾向が続

けば、財政収支が厳しくなり、利用料金の値上げを余儀なくされるとい

う趣旨の説明には、一定の理解が出来ました。

市の考え方 江南市水道事業経営戦略（案）により定めた内容を着実に実施し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを活用した見直しを定期的に行い、進捗状況や経営状況

などについての情報を発信していきます。

●大規模震災地震対策について                        NO.3 

意見の概要 大規模震災時に、自家発電設備を備えていたとしても、配水に必要な

電源や配水管等の稼働に必要な条件を確保しているか。市民の一部だけ

でなく、10 万市民に安定した給水が可能か厳密に検証されなければな

らないと思う。

市の考え方 地震発生直後の断水率を 100％と想定している江南市水道事業事業

継続計画では、江南市地域防災計画に定める指定避難所の収容可能人員

数に応じて、下般若配水場及び後飛保配水場の貯留水を給水車で運搬す

る応急給水を行い、水道施設の点検、及び必要に応じて修繕等を施工し

た後に、順次、水道管による給水を再開することとしています。 

自家発電設備を最大負荷で稼動させた場合の稼働可能時間は、下般若

配水場は約 17 時間、後飛保配水場では約 16 時間となっています。ま

た、電力の復旧がなされない場合には、「水道災害用の燃料確保に関す

る覚書」を締結している燃料供給事業者より優先的に燃料を確保し、配

水場の稼働を継続します。 
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【第３章 水道事業の投資試算】

●投資目標について                             NO.4 

意見の概要 大規模地震への対策には 20 年 30 年の期間が必要であり、現在避難

施設に指定されている市内全ての小中学校には、災害時飲料用の井戸が

設置されているが、これは避難者用であり、住民全体を対象としていな

い。また、市民には飲料用として１人１日２リットル７日間以上の備蓄

が求められているが、それ以外の生活用水については含まれていない。

消火用水の確保が水道事業の責任のように捉えられているが、阪神淡路

大震災や東日本大震災の大規模災害発生時には、道路の障害等により緊

急車両についても運行不能となっている。

このため、すべての区・町内、拠点病院に最低１箇所以上の災害時の

飲用・生活用の井戸を設置すべきと考えます。１箇所 100 万円として

100 箇所で１億円、200 箇所でも２億円です。井戸の設置により市民は

住んでいる地域での給水が可能となります。あわてて大規模投資を大規

模災害対策にて進める緊急性はひとまず回避されます。江南市水道事業

経営戦略（案）に示された地震対策については、必要性を否定するもの

ではありませんが、経年化対策の際に、確実に耐震化を実行するとすれ

ば済むのではないでしょうか。江南市水道の設備投資課題を「経年化対

応」に単純化しても良いのではないかと考えます。

市の考え方 江南市水道事業では、常時取水していない予備水源を災害時の生活用

水や消防用水として活用します。 

管路の更新は、管路の重要度や地震、経年劣化により想定される事故

の被害額と管路更新に要する工事の費用を比較し、最適となるように更

新期限を設定した現在の計画を進めていきます。 



江南市水道事業経営戦略            ２．パブリックコメントの結果について

70 

●基幹管路の更新工事について                        NO.5 

意見の概要 基幹管路は、鋳鉄管が主力で耐用年数は 40 年とされていますが、水

道技術研究センターなどの見解を含め更新時期は 70 年から 80 年とし

ており、全国的な実態からも今後 30 年間の長期のスパンで更新計画を

立てれば良いと思います。第１次基幹管路更新計画にて 29ｋｍを更新

し、江南市水道事業経営戦略（案）では、更に７年先までの投資試算を

示している。令和 20 年でも布設後 60 年とカウントされることから、

更新時期を 70 年としても 10 年の余裕がある。災害時の飲用・生活用

の井戸を設置したうえで、全体の計画を少なくとも令和 30 年度まで伸

ばすことにより、基幹管路の更新について年間３億円ではなく年間２億

円程度にすることにより、投資は年間耐震化を含む基幹管路の更新に毎

年２億円、老朽管等の配水管改良工事に毎年３億円とすべきと考えま

す。

市の考え方 基幹管路については、老朽度、耐震適合性などの物理的評価に基づき

優先順位を決定し、管路の事故によって発生する被害額、更新費用から

ライフサイクルコストを勘案した、長期的な視点で最適となる更新計画

を策定しています。 

第１次基幹管路更新計画では、下般若配水場や後飛保配水場から江南

市地域防災計画に定める災害拠点病院、災害復旧活動拠点及び応急給水

施設へ繋がる管路、水源から配水場までの管路を更新するため、令和

13 年度まで年間３億円を投資し、地震等災害時でも病院や避難所での

応急給水が可能となるよう整備します。 

なお、江南市水道事業経営戦略（案）で予定している基幹管路更新工

事は令和 20 年度までで、基幹管路全体の約 70％の完了を見込み、年間

投資額を減額することは考えていません。 

また、老朽化した配水支管等の配水管改良工事についても、配水管改

良計画に基づき年間３億円を投資し、継続的に整備しています。
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●基幹管路の耐震化について                         NO.6 

意見の概要 国の示す目標（基幹管路の耐震適合率を令和４年度末までに 50%以

上に引き上げ）については、江南市水道事業経営戦略（案）では、最初

から不可能となっており、目標推進のため厚生労働省が用意した「生活

基盤施設耐震化等交付金」は、江南市の水道事業は除外され、国の意向

に従いたくても従えない状態で、無理に国の方針に合わせることはない

と考えます。

市の考え方 江南市水道事業の基幹管路は、昭和 50 年の事業開始に伴い整備され、

早期に布設した管路は 40 年以上が経過していることから、老朽化にあ

わせて更新する必要があり、特に耐震化率は 1.4％と低く、更新が遅れ

ると事故（自然漏水など）による大規模断水など大きな被害が懸念され

るため、限られた費用と時間の中でリスクを最小化する現在の計画に基

づき更新を進めていきます。
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【第４章 水道事業の財源試算】

●投資金額とその財源の考えについて                     NO.7 

意見の概要 必要利益とそれに伴う料金の考え方から出発すべきではないかと考

えます。一般的に、必要利益＝純利益＋減価償却費＞設備投資額＋借入

金返済額とされています。プラス要因として地方公営企業では「出資金

の増資」や「補助金交付」もあり、江南市水道事業の場合１～２億円の

純利益、５億円余の償却費ですから年間６～７億円の投資規模と企業債

の借入れ（投資資産の償却と返済金額のバランスの上）が基本となり、

避けて通れない老朽管対策である配水管改良工事に年３億円、耐震化を

含む基幹管路の更新に年２億円、それ以外の投資に企業債と留保資金を

充てる財源試算を行うべきと考えます。

市の考え方 投資については、江南市水道事業基本計画を基に、維持管理の強化に

よる施設の延命化により投資の平準化を図ることとして、今後 20 年間

で年間約８億円の投資を予定しています。基幹管路更新工事について

は、年間３億円を投資しても全体の更新に 35 年以上かかる見込みであ

り、現時点では江南市水道事業経営戦略（案）に示した投資額を減らす

ことはできません。 

企業債の借入れについては、将来世代に過度な負担を強いることがな

いよう配慮し計画しています。 
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●内部留保資金の確保について                        NO.8 

意見の概要 内部留保資金 10 億円の確保について、資金不足を根拠に料金の引き

上げを提案している危機感と全くそぐいません。しかも何故 10 億円か

の根拠も示されていません。唯一示しているのは「災害時の備え」です。

10 億円もの工事は大規模災害時が該当します。そんな時は、国が激甚

災害の指定を行い、起債や補助金等の資金対策があるので必要ありませ

ん。臨時的出費対策なら銀行の当座貸し越し制度を利用（事前の了解が

必要）するとか、江南市議会に一定額の「債務負担行為」議決を求めて

はどうでしょうか。一般会計からも借入れできるでしょう。

市の考え方 水道料金算定要領に従い、独立採算制の原則の中、水道事業に必要と

なる総括原価を水道料金で賄い、水道事業を継続するために、値上げす

る必要があると判断しています。 

内部留保資金については、安定して水道を供給するために必要となる

額を目標として設定したものとなっています。一般的に内部留保資金

は、給水収益の半年から１年間分とされていますが、「平成 28 年熊本地

震の影響試算」（内閣府）、「地震等緊急時対応の手引き」（厚生労働省）、

「災害救助法」、及び特別交付税措置などを基に試算し、被災都市が負

担すべき応急復旧経費の割合、交付されるまでの期間、大規模災害発生

時の状況を想定して設定した目標となっており、過大な目標ではないと

判断しています。 
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【第５章 経営健全化の取り組み】

●江南市総合計画との連携について                      NO.9 

意見の概要 「住みたいまち“江南”」づくりにも「水」は重要であることから、江

南市の総合計画との連携が必要。江南市水道事業経営戦略（案）には、

料金見直しの説明に必要なことはたくさん書かれていますが、「江南の

水道」が、「住みたくなる・住み続けたい」インフラとして、何処に向

かおうとしているのかが読み取れません。ただ単価が安いだけではな

く、安全な上に、災害時にも安定して供給される魅力が、全国や近隣市

町と比べてどのような状況にあり、何処に向かおうとしているかという

事を示して頂きたいと思います。

市の考え方 第 6 次江南市総合計画の戦略政策において早期の水道基幹施設の強

靭化を目指しています。 

県内事業体及び近隣事業体との比較として、江南市水道事業経営戦略

（案）P.4 水道料金の県内事業体比較（図-2.1）、P.12 経年化率、耐震

化率の県内事業体比較（図-2.7）、P.19 経営比較分析表の近隣事業体比

較（表-2.5）を、全国の事業体との比較として、P.15～P.18 経営比較

分析表（図-2.10～図-2.13）をそれぞれ掲載しています。 

将来に渡って安全な水を安定供給することを目指し、10 年後の基幹

管路耐震化率 26%を目標として改善に努めています。 

●公民連携について                             NO.10 

意見の概要 江南市のやり方は無駄が多く、水道、下水道、ガスを１セットとする

ことが最重要課題である。

市の考え方 現在、水道料金と下水道使用料を合わせて徴収するとともに、検針・

徴収業務等を民間事業者に委託することにより、効率的な事業運営に努

めています。今後は、電気・水道・ガスにおける検針業務の共同化など、

先進的な取り組みについて注視していきます。
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●他課との連携について                           NO.11 

意見の概要 それぞれが競争入札をして何度も道路を掘り返すより、新しく下水道

を整備する際、老朽化した上水道の整備を同一事業として行うことで、

トータルでコストダウンを実現するなど、知恵を絞れば税金をより効率

的に生かすことが可能です。都市計画課、土木課、防災安全課など、水

道部以外の部署との係わりもあると思いますが、そこから「水道事業」

が利益を生む（ロスを減らす）活動をみつけ、広く市民に知らせて頂き

たい。そのことを江南市水道事業経営戦略に盛り込んで頂きたいと考え

ます。

市の考え方 江南市内で行われる道路・河川・下水道・水道等の工事は、事前に担

当課や関係機関と協議を行い、調整が可能な工事については連携して施

工することによりコスト縮減に努めています。 

●他課の計画との策定時期の相違について                   NO.12 

意見の概要 様々な部署との連携が相乗効果を生むというのが民間のみならず、公

共団体等の考え方です。経営戦略や長期ビジョンの設定が市の事業ごと

に異なるタイミングで行われているなどいわゆる「縦割り」の考え方で

は、効率が悪く、職員の負担が増えることにも繋がるのではないでしょ

うか？

市の考え方 江南市水道事業では、厚生労働省より策定を求められた、江南市水道

ビジョンを平成 24 年度に策定し、その水道ビジョンを具現化するため

の計画として、江南市水道事業基本計画、基幹管路更新基本計画などを

策定しています。 

今回、総務省より策定を求められている江南市水道事業経営戦略（案）

は、江南市水道ビジョンとともに水道事業の両輪を成すものであること

から、それぞれの更新時期において、進捗の状況や関連性の整理の中で

必要に応じて合理化を検討します。

江南市で策定している各計画については、第６次総合計画により優先

順位をつけ、関係各課との連携に努めています。 
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●水道料金の値下げについて                         NO.13 

意見の概要 水道料金、下水道使用料が高い。江南市水道事業経営戦略（案）とし

て水道課と下水道課の統廃合を考えるべきであり、職員の採用形態を見

直し、職員数 25％削減した上で、給与、退職金、賞与の削減により、

水道料金、下水道使用料を 20％以上、大幅に値下げする必要がある。

市の考え方 水道事業は、全体の支出に対して管路や施設等の更新に係る費用割合

が多く、江南市水道事業の人件費等に係る費用は、平成 29 年度決算値

において約 4.7％となっています。 

職員一人当たりの給水人口などの指標で評価すると、良好な値となっ

ていますので、更なる公民連携等を実施せず職員数を削減することは困

難であると判断しています。 

●水道料金表の用途区分について                       NO.14 

意見の概要 「湯屋用」「臨時用」の語句説明がなく、はっきりしないところを改

善していただくことを期待します。

市の考え方 江南市水道事業経営戦略の用語説明に追記します。
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●基本料金の考えについて                          NO.15 

意見の概要 これまでの基本料金は料金徴収に必要な経費の分担との考え方だっ

たと理解しています。一定の算式は示していますが、今回の口径別に金

額を設定した根拠について全く触れられておらず、適当に割り振ったと

の感想しか出てきません。現行の方が説得力があり、13ｍｍが何故 550

円で、150ｍｍが何故 30,000 円なのか。非科学的としかとらえようが

ありません。

市の考え方 江南市水道事業経営審議会からの答申を基に、江南市水道事業経営戦

略（案）P.38、39 のとおり、基本料金には、需要家費に加えて固定費

の 10％を負担していただき、実際の使用可能水量に影響するメーター

口径に応じた口径別料金体系に移行することとしています。

口径毎の基本料金は、需要家費のうち検針・集金に係る費用を均等に

配分した額に、量水器関係費を維持費用に応じて比例配分した額と、そ

の他の費用を口径の理論流量を参考に比例配分した額を合計し、端数の

調整を行い算出しています。

●料金体系について                             NO.16 

意見の概要 口径別の平均的な使用水量で新旧料金を比較すると 40ｍｍ以上の口

径は全て料金値下げとなりました。しかも江南市水道事業経営戦略（案）

ではさらに下げるべきだとしています。生活用としての一般市民に対

し、大口契約者は公共施設を除いて水で利益を得ている、若しくは経費

として処分できる企業です。料金を上げざるをえないならば、現行料金

体系のままで、一律に同率で上げれば済むのではと思います。

市の考え方 江南市水道事業経営審議会での審議結果を参考に、江南市水道事業経

営戦略（案）P.39、40 のとおり、口径別による基本料金を採用すると

ともに、従量料金の逓増度を緩和し基本料金を徴収できない臨時用の用

途を除き、同一となる水道料金表（案）としています。



江南市水道事業経営戦略                         ３．用語集

78 

【用語集】 

【あ行】

ＩＣＴ（Information and Communication Technology）

情報通信技術のことで、通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけで

はなく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。

ＮＰＭ理論（New Public Management 理論）

民間企業における経営理念や経営手法、成功事例などを積極的に公共部門に導入すること

を通じて、マネジメント能力を高め、行政部門の経済性、効率性、有効性を向上させ、市民

が支払う税金に対する満足度の最大化を目指す手法。

遠方監視制御装置

遠隔地に設置された複数の設備機器を、一箇所にて監視制御する装置。 

【か行】

簡易水道事業

給水人口 101 人以上 5,000 人以下に給水する計画の水道事業。給水人口 5,001 人以上に

給水する計画の水道事業は上水道事業。 

基幹管路更新事業

口径 200mm 以上の配水管及び水源から配水場を繋ぐ導水管の更新を行う事業。 

老朽度、耐震適合性などの物理的評価に基づく優先順位と、管路の事故によって発生する

被害額と管路の更新費用から管路のライフサイクルコストを勘案し、長期的な視点で最適な

更新計画に基づき実施。 

企業債

地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債。

給水区域

厚生労働大臣の認可を受け、給水を行うこととした区域。

給水収益

営業収益のうち、水道料金による収益。

給水人口

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。 



江南市水道事業経営戦略                         ３．用語集

79 

経年化率

法定耐用年数を超過した施設、設備、及び管路などの割合を示し、資産の老朽化を示す指

標。 

減価償却費

土地などを除く固定資産（建物・水道管など）を、法定耐用年数に基づき年度毎に費用化

した固定資産の減価額。 

広域化

事業統合、経営の一体化、施設の一体化、管理の一体化などにより、事業体が行政区域や

給水区域を越えて一体となること。 

広域連携 

事業体の経営や統合を行わず、施設の共同化、事務の共同化、共同発注などを行うこと。 

硬質塩化ビニル管（塩化ビニル管・塩ビ管）

塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、加熱した押出し成形機によって製造

した管。 

耐食性・耐電食性に優れ、スケールの発生もなく軽量で接合作業が容易である一方で、衝

撃や熱に弱く、紫外線により劣化し、凍結すると破損しやすく、有機溶剤等に侵される。 

国立社会保障・人口問題研究所

厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所との統合によって設立され、人口や世帯

の動向や、内外の社会保障政策や制度についての研究を行う厚生労働省の研究機関。 

経営戦略では、人口推計結果（日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計））を

活用。 

固定費 

営業費用及び資本費用の大部分を占め、給水量の多寡に関係なく水道施設の適正な維持に

必要な費用で、維持管理費、減価償却費等、支払利息、資産維持費に配分される固定的な費

用。 

【さ行】

自己水源

自ら保有する水源のことで、江南市水道事業の自己水源は、全て地下水。 

施設能力

計画における１日当たりの最大配水量を示す指標。 
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施設利用率

施設能力に対する１日当たりの平均配水量の割合で、水道施設の効率性を示す指標。 

収益的収支

地方公営企業法施行令第９条第２項により損益取引に区分された収入及び支出。 

収益的収入には経常的経営活動に伴う給水収益や、現金収入を伴わない長期前受金戻入な

どの収入があり、収益的支出には受水費、委託料や、現金支出を伴わない減価償却費などの

費用がある。 

収支ギャップ

収益的収支において支出が収入を超過する場合の金額。

需要家費

検針・集金関係費など需要家の存在により発生する費用。 

常用水源

水道水の供給源として常に使用する水源。 

資本的収支 

地方公営企業法施行令第９条第２項により資本取引に区分された収入及び支出。

資本的収入には、企業債、負担金などの収入があり、資本的支出には、サービス提供の維

持のために要する施設の整備、拡充等の建設改良費、企業債の元金償還金などの費用がある。

資本的収入が資本的支出に対して不足する場合は、内部留保資金で補てんする。 

水道料金改定業務の手引き

公益社団法人日本水道協会が平成 29 年 3 月に発行した、水道料金算定要領等を補完する

詳細な解説とともに、料金改定業務に係る一連の内容が把握できる手引書。 

水道料金算定要領

公益社団法人日本水道協会が平成 27 年２月に発行した、水道使用者の公正な利益と水道

事業の健全な発展を図ることを料金算定の基本原則とし、料金水準を決定する総括原価の具

体的算定基準及び個別原価主義に基づく料金体系の設定基準が定められた要領。

スケールメリット

規模の拡大によって得られる様々な効果の総称で、規模の経済や規模の優位性などの言葉

と同様の意味を持つ和製英語。 

スマートメーター

電気事業者での導入が先行し、水道事業においても導入による効果が期待されている、使

用量をデジタルで計測し遠隔地にデータを送ることができる計量機器。
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専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水

道で、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち、地中また

は地表に施設されている口径 25mm 以上の導管の全長が 1,500m 以下で水槽の有効容量の

合計が 100m3 以下の水道は除き、100 人を超える者にその居住に必要な水を供給する水道、

もしくはその水道施設のー日最大給水量が飲用その他生活の用に供することを目的とする水

量が 20m3 を超える水道。 

総括原価

営業費用に資本費用を加算したもので、料金算定期間における料金総収入額と同額となる

べき原価。 

損益勘定職員

給与の全額、もしくは半分以上が収益的支出により支払われる職員。 

【た行】

耐震化率

耐震性能を有した施設や管路の割合を示す指標。

ダウンサイジング

水需要の減少や技術の進歩により、施設の規模や能力を縮小し事業の効率化を図ること。 

ダクタイル鋳鉄管（ダクタイル鉄管）

鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ、強度や靭性に優れ、施工性が良

好であるダクタイル鋳鉄を使用した管。 

地方公営企業法

地方公共団体が経営する企業の能率的経営を促進し、経済性を発揮させるとともに、その

本来の目的である公共の福祉の増進を図るため、自治法、地財法、地公法の特別法として、

企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱その他企業の経営の根本基準、一部事

務組合に関する特例を定める地方公営企業の基本法。

長期前受金戻入

固定資産取得の際に交付された補助金などについて、長期前受金として負債に計上した上

で、減価償却見合い分を収益化した額。 

導水管

井戸などの水源から浄水場に送るための管を指し、江南市水道事業の場合は、水源から配

水場やポンプ場までの管。  
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独立採算制

地方公営企業法第 17 条の２第２項、及び 21 条などにより地方公営企業の目的や責任を実

現するために採用されている制度で、サービスの提供に要する経費を、サービスの提供を受

けるものの負担により賄う制度。 

【な行】

内部留保資金

減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、企業内に

留保される自己資金。

濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱

地盤沈下とこれに伴う著しい被害が生じていることから、地下水の過剰採取の規制、代替

水源の確保及び代替水の供給等を行い、地下水の保全を図るとともに、地盤沈下による災害

の防止及び被害の復旧等、地域の実情に応じた総合的な対策を推進することを目的として、

昭和 60 年４月 26 日に地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において定められた要綱。 

【は行】

配水管、配水本管、配水支管

配水場やポンプ場などの配水施設から使用者に給水する水道管で、江南市水道事業が布設

管理しているものを配水管といい、そのうち口径 200ｍｍ以上の管を配水本管、それ以外の

管を配水支管という。 

配水管改良事業

老朽管（石綿管、鋼管、硬質塩化ビニル管）及び口径 50mm 未満の小口径管を老朽度、耐

震適合性などの物理的評価を勘案して優先順位を決定したうえで更新する事業。 

配水池

給水区域内の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水された水道水を貯留する施設。

ＰＤＣＡサイクル（Plan-Do-Check-Act サイクル）

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによ

って、業務を継続的に改善することを目的とし、4 段階を順次行い 1 周したら、最後の Act

を次の PDCA サイクルにつなげ、螺旋を描くように 1 周ごとに各段階のレベルを向上させて、

継続的に業務の改善を図るマネジメント手法。 
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深井戸

ケーシング、スクリーン及びケーシング内に釣り下げた揚水管とポンプにより、狭い用地

で比較的多量の良質な水を得ることが可能な被圧地下水を取水する井戸。

分担金

新旧水道使用者の負担の公平性を図ることなどを目的として、給水装置の新設、増径等に

際し、申込者から一時金として徴収する負担額。

変動費

薬品費、動力費、受水費など給水量の増減によって変動する費用。 

法定耐用年数

地方公営企業法施行規則に定められている減価償却費計算の基礎となる年数。経年化率の

算定にも使用。 

ポリエチレン管

プラスチック管の一種。軽量で耐寒性、耐衝撃性、熱融着による接合が可能であるため耐

震性能に優れ、長尺物であり継手数が少なく済むため施工が容易となる一方で、有機溶剤等

に侵されやすい。 

【ま行】

未収金

給水サービスなどにより発生した債権のうち現金化していない金銭債権。

【や行】

湯屋用 

一般公衆浴場の用に供するもの。 

有収水量

料金徴収の対象となった水量及び水損料等の水量の合計。 

有収水量密度

給水区域面積１ha 当たりの年間有収水量。 

予備水源

渇水、震災、事故、施設の更新などによって能力低下を引き起こした場合に備え保有する

水源。
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【ら行】

臨時用

工事用水、その他臨時的に使用するもの。 
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